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○
 
児
童
福
祉
法
施
行
令
 
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
 
（
抄
）
 
 

（
第
一
条
関
係
）
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
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第
二
十
九
条
 
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
六
条
の
三
第
一
 
 

第
三
十
三
条
 
（
略
）
 
 

第
三
十
四
条
 
 
（
略
）
 
 

第
三
十
五
条
 
 

の
認
定
を
す
る
に
は
、
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
児
童
福
祉
審
 
 

議
会
（
同
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
同
項
た
 
 

だ
し
書
に
規
定
す
る
地
方
社
会
福
祉
審
議
会
と
す
る
。
以
下
「
都
道
府
県
児
童
 
 

福
祉
審
議
会
」
と
い
う
。
）
 
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

る
法
律
及
び
児
童
 
 

（
削
除
）
 
 

社
会
福
祉
法
、
 
 

矧
四
章
 
養
育
里
親
及
び
児
童
 
 

法
第
三
十
四
条
の
十
五
第
一
 
 

児
童
扶
養
手
当
法
、
 
 

手
当
法
と
す
る
。
 
 福

祉
施
設
 
 

特
別
児
 
 

項
第
三
号
 
 

童
扶
養
手
当
等
 
 

の
政
令
で
定
め
る
法
 
 

項
の
規
定
に
よ
り
 
 

の
支
給
に
関
す
 
 

里
親
 
 第
二
十
九
条
 
都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
六
条
の
三
 
 

第
三
十
三
条
 
 

②
 
法
第
二
十
七
条
第
七
 
 

③
 
法
第
二
十
七
条
第
七
 
 

第
三
十
四
条
 
 

第
三
十
五
条
 
 

施
設
、
情
緒
障
害
 
 

を
す
る
に
は
、
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
児
童
福
祉
審
議
会
（
 
 

同
条
第
．
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
都
道
府
県
に
あ
つ
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
 
 

に
規
定
す
る
地
方
社
会
福
祉
審
議
会
と
す
る
。
以
下
「
都
道
府
県
児
童
福
祉
審
 
 

議
会
」
ど
い
う
。
）
 
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

支
援
が
 
 

自
立
の
た
め
に
同
 
 

第
三
号
に
掲
げ
る
 
 

行
う
こ
と
を
委
託
し
 
 

就
業
の
支
援
を
行
い
、
 
 

と
が
で
き
る
よ
う
、
当
 
 

を
解
除
さ
れ
た
児
童
 
 

せ
る
措
置
と
す
る
。
 
 

て
い
る
環
境
に
応
じ
て
 
 

矧
矧
劃
 
児
童
福
祉
施
設
 
 

必
要
と
認
め
た
 
 

法
第
二
十
七
条
第
七
 
 

（
略
）
 
 
 

（
略
）
 
 児

短
期
治
療
施
設
若
 
 

措
置
の
う
ち
児
童
 
 

以
外
の
児
童
で
あ
つ
て
、
 
 

て
行
う
も
の
と
す
る
。
 
 

適
切
な
同
項
に
 
 

項
の
措
置
は
 
 

項
の
政
令
 
 

も
の
と
す
る
。
 
 

又
は
当
該
援
助
 
 

項
に
規
定
す
 
 

の
身
体
及
び
精
神
の
 
 

項
の
政
令
で
定
め
 
 

で
定
め
る
児
童
は
 
 

を
里
親
に
委
託
す
 
 

規
定
す
る
援
助
及
 
 

当
該
児
童
が
自
立
 
 

し
く
は
児
童
自
立
支
援
施
設
に
 
 

及
び
生
 
 

る
援
助
及
び
生
活
指
導
並
 
 

都
道
府
県
知
事
が
 
 

括
指
導
並
び
 
 

の
規
定
に
よ
り
里
親
の
認
定
 
 

状
況
並
び
に
 
 

る
措
置
は
 
 

前
項
に
 
 

る
措
置
又
は
児
童
養
護
 
 

し
た
生
活
を
営
む
こ
 
 

び
生
活
指
導
 
 

に
就
業
の
支
援
を
 
 

規
定
す
る
措
置
 
 

同
条
第
一
項
 
 

当
該
児
童
の
 
 

び
に
就
業
の
 
 

そ
の
置
か
れ
 
 

並
び
に
 
 

入
所
さ
 
 

2
 
 
 

4  
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十
六
条
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
及
び
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
、
法
第
 
 
 

五
十
六
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
支
援
並
び
に
法
第
五
十
九
条
の
四
第
三
項
の
規
 
 
 

定
に
よ
る
勧
告
等
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。
）
 
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
 
 
 

は
、
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
で
に
お
い
て
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
 
 
 

法
及
び
こ
の
政
令
中
郡
道
府
県
に
関
す
る
規
定
（
前
段
括
弧
内
に
掲
げ
る
事
務
 
 
 

に
係
る
規
定
を
除
く
。
）
 
は
、
児
童
相
談
所
設
置
市
に
関
す
る
規
定
と
し
て
児
 
 
 

童
相
談
所
設
置
市
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。
 
 

②
～
⑤
 
（
略
）
 
 

⑥
 
第
一
項
及
び
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
 
 
 

に
関
す
る
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
は
、
法
第
八
条
第
七
項
、
第
二
十
 
 

第
四
十
五
条
の
三
 
法
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
の
児
童
相
談
所
設
置
市
 
（
以
下
 
 
 

「
児
童
相
談
所
設
置
市
」
 
と
い
う
。
）
 
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
児
 
 
 

童
相
談
所
設
置
市
が
処
理
す
る
事
務
は
、
法
及
び
こ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
、
 
 
 

都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
法
第
十
丁
条
第
一
項
第
一
 
 
 

号
及
び
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
等
、
同
条
第
二
 
 
 

項
の
規
定
に
よ
る
助
言
、
法
第
十
八
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
試
 
 
 

験
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
試
験
委
員
の
設
置
、
法
第
十
八
条
の
 
 
 

九
、
第
十
八
条
の
十
 
（
法
第
十
八
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
 
 
 

を
含
む
。
）
及
び
第
十
八
条
の
十
三
か
ら
第
十
八
条
の
十
七
ま
で
の
規
定
並
び
 
 
 

に
第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
規
定
 
 
 

に
よ
る
指
定
試
験
機
関
の
指
定
等
、
法
第
十
八
条
の
十
八
か
ら
第
十
八
条
の
二
 
 
 

十
ま
で
の
規
定
及
び
第
十
六
条
か
ら
第
二
十
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
の
 
 

十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
 
 

七
条
第
六
項
、
第
三
十
三
条
の
十
五
 
 

住
居
型
児
童
養
育
事
業
に
係
る
法
第
 
 

設
置
市
が
行
う
ー
 
 

び
法
第
三
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
制
限
又
は
停
止
の
命
令
、
児
童
相
談
所
 
 
 

る
質
問
等
、
 
 

登
録
等
、
児
童
相
談
所
設
置
市
が
行
う
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
又
は
小
規
模
 
 
 

い
て
は
、
第
四
項
に
規
定
す
 
 

児
童
相
談
所
設
置
市
が
設
置
す
る
児
童
福
祉
施
設
に
係
る
法
第
四
 
 

時
預
か
り
事
業
に
係
る
法
第
三
十
四
条
の
十
三
 
 

る
児
童
福
祉
に
関
す
 
 

第
三
項
 
 

二
十
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
及
 
 

第
四
十
六
条
第
四
項
及
び
第
五
 
 

る
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
 
 

の
規
定
に
よ
 
 

法
第
三
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
制
限
又
は
停
止
の
命
令
、
児
童
相
談
所
設
 
 
 

置
市
が
設
置
す
る
児
童
福
祉
施
設
に
係
る
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
質
問
 
 
 

等
及
び
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
、
法
第
五
十
六
条
の
七
の
規
定
に
よ
 
 
 

る
支
援
並
び
に
法
第
五
十
九
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
等
に
関
す
る
 
 
 

事
務
を
除
く
。
）
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
項
か
ら
第
七
項
ま
 
 
 

で
に
お
い
て
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
法
及
び
こ
の
政
令
中
都
道
府
 
 
 

県
に
関
す
る
規
定
（
前
段
括
弧
内
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
規
定
を
除
く
。
）
は
 
 

、
児
童
相
談
所
設
置
市
に
関
す
る
規
定
と
し
て
児
童
相
談
所
設
置
市
に
適
用
が
 
 
 

あ
る
も
の
と
す
る
。
 
 

②
～
⑤
 
（
略
）
 
 

⑥
 
第
一
項
及
び
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
四
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
 
 
 

に
関
す
る
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
は
、
法
第
八
条
第
七
項
、
第
二
十
 
 
 

七
条
第
六
項
、
第
四
十
六
条
第
四
項
及
び
第
五
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
 
 
 

権
限
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

第
四
十
五
条
の
三
 
法
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
の
児
童
相
談
所
設
置
市
（
以
下
 
 
 

「
児
童
相
談
所
設
置
市
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
児
 
 
 

童
相
談
所
設
置
市
が
処
理
す
る
事
務
は
、
法
及
び
こ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
、
 
 
 

都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
法
第
十
一
条
第
一
項
第
一
 
 
 

号
及
び
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
等
、
同
条
第
二
 
 
 

項
の
規
定
に
よ
る
助
言
、
法
第
十
八
条
の
八
第
t
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
試
 
 
 

験
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
試
験
委
員
の
設
置
、
法
第
十
八
条
の
 
 
 

九
、
第
十
八
条
の
十
（
法
第
十
八
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
 
 
 

を
含
む
。
）
及
び
第
十
八
条
の
十
三
か
ら
第
十
八
条
の
十
七
ま
で
の
規
定
並
び
 
 
 

に
第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
規
定
 
 
 

に
よ
る
指
定
試
験
機
関
の
指
定
等
、
法
第
十
八
条
の
十
八
か
ら
第
十
八
条
の
二
 
 
 

十
ま
で
の
規
定
及
び
第
十
六
条
か
ら
第
一
一
十
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
の
 
 

事
業
」
 
と
い
う
。
）
 
 

登
録
等
、
児
童
相
談
所
設
置
市
が
行
う
法
第
三
十
四
条
の
三
第
一
 
 

刹
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
 
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
 
 

に
係
る
法
第
三
十
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
及
び
 
 

「
児
童
自
立
生
活
援
助
 
 

項
に
規
定
す
 
 

3  
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⑧⑦  

第
二
号
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
一
項
第
二
号
ロ
」
と
、
法
第
十
三
条
第
四
 
 

項
中
「
職
務
を
行
い
、
担
当
区
域
内
の
市
町
村
長
に
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
 
 

き
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
職
務
を
行
う
。
」
と
、
法
第
十
八
条
第
二
項
中
「
児
 
 

童
相
談
所
長
又
は
市
町
村
長
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
長
」
と
、
法
第
一
一
 
 

十
四
条
の
四
第
t
項
第
二
号
中
「
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
」
と
 
 

あ
る
の
は
 
「
児
童
相
談
所
設
置
市
の
区
域
以
外
の
区
域
」
と
、
法
第
三
十
条
第
 
 

一
項
及
び
第
二
項
中
「
市
町
村
長
を
経
て
、
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
 
 

児
童
相
談
所
設
置
市
の
市
長
」
と
、
法
第
三
十
四
条
の
三
中
「
及
び
都
道
府
県
 
 

」
と
あ
る
の
は
「
、
都
道
府
県
及
び
児
童
相
談
所
設
置
市
」
と
、
法
第
三
十
四
 
 

第
t
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
 
 

第
一
項
及
び
第
三
項
、
 
 

」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
及
び
市
町
村
」
と
、
第
五
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
 
 

ま
で
及
び
第
七
項
中
「
都
道
府
県
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
設
置
 
 

市
で
あ
る
」
と
、
「
そ
の
他
の
者
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
他
の
者
（
児
童
相
談
 
 

所
設
置
市
を
除
く
。
）
」
と
、
「
都
道
府
県
知
事
を
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
 
 

談
所
設
置
市
の
市
長
を
」
と
、
第
三
十
八
条
中
「
児
童
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の
 
 

は
「
児
童
福
祉
施
設
（
都
道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
 
 

え
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
十
四
条
の
五
中
「
小
規
模
住
 
 

項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
 
 

中 設 項  県
を
除
く
。
）
」
と
、
法
第
三
十
五
条
第
三
項
及
び
第
六
項
中
「
市
町
村
」
と
 
 

あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
設
置
市
以
外
の
市
町
村
」
と
、
法
第
四
十
六
条
第
一
 
 

行
う
者
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
小
規
模
住
居
型
 
 

る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
費
用
」
と
、
同
条
第
三
号
中
 
 

の
機
関
を
都
道
府
県
 
 

（
略
）
 
 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
十
二
条
第
二
項
中
「
前
条
 
 
 

「
費
用
（
都
道
府
県
の
設
置
す
る
助
産
施
設
又
は
母
子
生
活
支
援
施
設
に
係
 
 
 

（
都
道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
、
法
第
五
十
 
 

第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
児
童
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
福
祉
施
 
 

児
童
福
祉
審
議
会
と
 
 

第
三
十
三
条
の
十
三
並
 
 

規
定
を
適
用
す
る
。
 
 

（
市
町
村
職
員
の
研
修
を
除
く
。
）
 
 

児
童
養
育
事
業
を
行
 
 

み
な
し
て
 
 

に
第
三
十
三
条
の
十
五
第
一
 
 

法
第
三
十
三
条
の
十
二
 
 

居
型
児
童
養
育
事
業
を
 
 

う
者
 
（
都
道
府
 
 

及
び
同
項
 
 

「
市
町
村
 
 

（
略
）
 
 
 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
第
十
二
条
第
二
項
中
「
前
条
 
 

第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
同
項
第
二
号
ロ
」
と
あ
る
の
は
「
前
条
第
 
 

一
項
第
二
号
ロ
」
と
、
法
第
十
三
条
第
四
項
中
「
職
務
を
行
い
、
担
当
区
域
内
 
 

の
市
町
村
長
に
脇
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
あ
る
の
は
「
職
務
を
行
 
 

う
。
」
と
、
法
第
十
八
条
第
二
項
中
「
児
童
相
談
所
長
又
は
市
町
村
長
」
と
あ
 
 

る
の
は
「
児
童
相
談
所
長
」
と
、
法
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
中
「
都
 
 

道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
設
置
市
の
 
 

区
域
以
外
の
区
域
」
と
、
法
第
l
ニ
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
市
町
村
長
を
 
 

経
て
、
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
設
置
市
の
市
長
」
と
、
 
 

法
第
三
十
四
条
の
三
中
「
及
び
都
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
、
都
道
府
県
及
び
 
 

児
童
相
談
所
設
置
市
」
と
、
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
及
び
第
三
十
四
条
の
 
 

及
び
第
六
項
中
「
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
設
置
市
以
外
の
市
町
 
 

村
」
と
、
法
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
児
童
福
祉
施
設
 
 

」
一
と
あ
る
の
は
「
児
童
福
祉
施
設
（
都
道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
 
 

援
助
事
業
を
行
う
者
 
 

」
 
と
、
法
第
五
十
一
 
 

、
第
五
条
第
±
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
中
「
都
道
府
県
で
あ
る
」
と
 
 

あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
設
置
市
で
あ
る
」
と
、
「
そ
の
他
の
者
」
と
あ
る
の
 
 

は
「
そ
の
他
の
者
（
児
童
相
談
所
設
置
市
を
除
く
。
）
」
と
、
「
都
道
府
県
知
 
 

事
を
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
相
談
所
設
置
市
の
市
長
を
」
と
、
第
三
十
八
条
中
 
 

「
児
童
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
福
祉
施
設
（
都
道
府
県
が
設
置
す
る
 
 

も
の
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

と
、
同
条
第
四
号
中
 
 

五
中
 
「
児
童
自
立
生
活
 
 

又
は
母
子
生
活
支
援
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
費
用
」
 
 
 

条
第
三
号
中
 
 

（
都
道
府
県
を
除
く
。
）
」
と
、
法
第
三
十
五
条
第
三
項
 
 

「
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
及
び
市
町
村
」
と
 
 

援
助
事
業
を
行
う
者
 
 

「
費
用
（
都
道
府
県
の
設
置
す
る
助
産
施
設
 
 

」
 
と
あ
る
の
は
 
「
児
童
自
立
生
活
 
 



⑨
 
児
童
相
談
所
設
置
市
が
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
法
第
三
十
 
 

す
る
規
定
、
法
第
三
十
四
条
の
十
三
第
 
 

型
児
童
養
育
事
業
の
制
限
又
は
停
止
に
つ
 
 

第
三
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
又
は
小
規
模
住
居
 
 
 

型
児
童
養
育
事
業
に
つ
 
 

、
法
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
 
 

設
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
質
問
等
に
関
す
る
規
定
並
び
に
第
三
十
八
条
 
 

の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
検
査
に
関
す
る
 
 

規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
 
 

よ
る
一
時
預
か
り
事
業
に
つ
い
て
 
 

四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
又
は
小
規
模
住
居
 
 
 

い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
質
問
等
に
関
す
る
規
定
、
法
 
 

の
都
道
府
県
知
事
の
 
 

い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
命
令
に
関
 
 
 

第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
 
 

質
問
等
に
関
す
る
規
定
 
 

⑨
 
児
童
相
談
所
設
置
市
が
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
法
第
三
十
 
 
 

四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
に
つ
い
て
の
都
道
 
 
 

府
県
知
事
の
質
問
等
に
関
す
る
規
定
、
法
第
三
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
児
 
 
 

童
自
立
生
活
援
助
事
業
の
制
限
又
は
停
止
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
命
令
 
 
 

に
関
す
る
規
定
、
法
第
四
十
六
条
第
t
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
 
 
 

る
児
童
福
祉
施
設
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
質
問
等
に
関
す
る
規
定
並
び
 
 
 

に
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
 
 
 

検
査
に
関
す
る
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
 
 

了   



○
 
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
 
（
抄
）
 
 

（
第
二
条
関
係
）
 
 

第
百
七
十
四
条
の
二
十
六
 
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
規
 
 
 

定
に
よ
り
、
指
定
都
市
が
処
理
す
る
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
は
、
児
童
福
祉
 
 
 

法
及
び
児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
、
少
年
法
 
 
 

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
並
び
に
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
 
 
 

る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）
 
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
が
処
 
 
 

理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
児
童
福
祉
法
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
及
 
 
 

び
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
等
、
同
条
第
二
項
の
 
 
 

規
定
に
よ
る
助
言
、
同
法
第
十
八
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
試
験
 
 

、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
試
験
委
員
の
設
置
、
同
法
第
十
八
条
の
 
 
 

九
、
第
十
八
条
の
十
（
同
法
第
十
八
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
 
 
 

合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
八
条
の
十
三
か
ら
第
十
八
粂
の
十
七
ま
で
並
び
に
同
 
 
 

令
第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
規
定
 
 
 

に
よ
る
指
定
試
験
機
関
（
同
法
第
十
八
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
 
 
 

機
関
を
い
う
。
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
の
指
定
等
 
 

、
同
法
第
十
八
条
の
十
八
か
ら
第
十
八
条
の
二
十
ま
で
及
び
同
令
第
十
六
条
か
 
 
 

ら
第
二
十
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
 
（
同
法
第
十
八
条
の
四
に
規
定
す
る
 
 
 

保
育
士
を
い
う
。
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
登
録
 
 
 

等
、
指
定
都
市
が
行
う
同
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
自
立
生
活
 
 

援
助
事
業
（
第
矧
州
項
l
に
お
い
て
「
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
」
と
い
う
。
）
オ
 
 

第
三
十
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
及
び
同
法
第
三
十
四
条
の
五
の
規
定
 
 

八
項
に
お
い
て
 
「
小
規
模
住
 
 

は
同
法
第
六
条
の
二
 
 

に
規
定
す
る
 
 

に
よ
る
制
限
又
は
停
止
の
命
令
、
指
定
都
市
が
行
う
 
 

一
時
預
か
り
事
業
 
（
第
八
項
に
お
い
て
 
 

第
八
項
に
規
定
す
る
小
規
模
住
 
 

居
型
児
童
養
育
事
業
」
 
と
い
う
。
 
 

居
型
児
童
養
育
事
業
 
（
第
 
 

同
法
第
六
 
 

「
一
時
預
か
り
事
業
」
 
と
 
 

）
 
に
係
る
同
法
 
 

条
の
二
第
七
項
 
 第

百
七
十
四
条
の
二
十
六
 
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
規
 
 

定
に
上
り
、
指
定
都
市
が
処
理
す
る
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
は
、
児
童
福
祉
 
 
 

法
及
び
児
童
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
七
十
四
号
）
、
少
年
法
 
 
 

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
六
十
八
号
）
並
び
に
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
 
 
 

る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
）
 
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
が
処
 
 
 

理
す
る
土
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
児
童
福
祉
法
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
及
 
 
 

び
第
二
号
イ
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
等
、
同
条
第
二
項
の
 
 
 

規
定
に
．
よ
る
助
言
、
同
法
第
十
八
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
試
験
 
 

、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
う
保
育
士
試
験
委
員
の
設
置
、
向
法
第
十
八
条
の
 
 
 

九
、
第
十
八
条
の
十
（
同
法
第
十
八
条
の
十
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
 
 
 

合
を
含
む
。
）
及
び
第
十
八
条
の
十
三
か
ら
第
十
八
条
の
十
七
ま
で
並
び
に
同
 
 
 

令
第
七
条
、
第
九
条
、
第
十
t
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
の
規
定
 
 
 

に
よ
る
指
定
試
験
機
関
（
同
法
第
十
八
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
試
験
 
 
 

機
関
を
い
う
。
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
の
指
定
等
 
 

、
同
法
第
十
八
条
の
十
八
か
ら
第
十
八
条
の
二
十
ま
で
及
び
同
令
第
十
六
条
か
 
 
 

ら
第
t
l
十
条
ま
で
の
規
定
に
よ
る
保
育
士
 
（
同
法
第
十
八
条
の
四
に
規
定
す
る
 
 
 

保
育
士
を
い
う
。
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
登
録
 
 
 

等
、
指
定
都
市
が
行
う
同
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
自
立
生
活
 
 

福
祉
施
設
に
係
る
同
法
第
四
 
 

）
に
係
る
同
法
第
三
十
四
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
及
び
同
法
第
三
十
四
 
 

条
の
五
の
規
定
に
よ
る
制
限
又
は
停
止
の
命
令
、
指
定
都
市
が
設
置
す
る
児
矧
剋
 
 
 

援
助
事
業
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
 
 

八
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
、
同
法
第
五
十
六
条
の
七
の
規
定
に
よ
る
支
援
並
び
 
 

に
同
法
第
五
十
九
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
等
に
関
す
る
事
務
を
除
 
 
 

十
六
条
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
及
び
同
令
第
三
十
 
 

「
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
」
 
と
い
う
。
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
 
 

1
 
 



第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
 
 

6
 
 
（
略
）
 
 

7
 
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
児
童
福
祉
法
第
十
二
条
第
二
項
中
「
前
条
第
 
 

2
～
4
 
 
 
（
略
）
 
 

5
 
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
に
関
す
る
審
 
 
 

議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
及
び
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
指
定
都
市
に
 
 
 

置
か
れ
る
地
方
社
会
福
祉
審
議
会
は
、
児
童
福
祉
法
第
八
条
第
七
項
、
第
二
十
 
 

二
号
ロ
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
前
条
第
一
項
第
二
号
ロ
」
 
と
、
同
法
第
十
三
条
第
四
 
 

項
中
 
「
職
務
を
行
い
、
担
当
区
域
内
の
市
町
村
長
に
脇
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
 
 

き
る
。
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
職
務
を
行
う
。
」
 
と
、
同
法
第
十
八
条
第
二
項
中
「
 
 

児
童
相
談
所
長
又
は
市
町
村
長
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
児
童
相
談
所
長
」
 
と
、
同
法
 
 

第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
中
 
「
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
 
 

祉
審
議
会
を
都
道
府
県
児
童
福
祉
審
議
会
と
み
な
し
て
、
 
 

十
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
 
 

十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
 
 

七
条
第
六
項
、
第
三
十
三
条
の
十
五
第
三
項
、
 
 

お
い
て
 
「
児
童
福
祉
施
設
」
 
と
い
う
。
）
 
に
係
る
同
法
第
四
十
六
条
の
規
定
に
 
 

よ
る
質
問
等
及
び
同
令
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
検
査
、
同
法
第
五
十
六
条
 
 

の
七
の
規
定
に
よ
る
支
援
並
び
に
同
法
第
五
十
九
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
 
 

る
勧
告
等
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。
）
 
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
 
 

三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
児
童
福
 
 

祉
法
及
び
同
令
、
少
年
法
並
び
に
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
中
都
道
 
 

府
県
に
関
す
る
規
定
 
（
前
段
括
弧
内
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
規
定
を
除
く
。
）
 
 

は
、
指
定
都
市
に
関
す
る
規
定
と
し
て
指
定
都
市
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
 
 

市
が
設
置
す
る
同
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
施
設
 
（
第
八
項
に
 
 

の
機
関
及
び
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
指
定
都
市
 
 

い
て
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
に
 
 

い
う
。
）
 
に
係
る
同
法
第
三
十
四
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
、
指
定
都
 
 

項
第
l
号
に
掲
げ
る
業
務
 
（
市
町
村
職
員
の
研
修
を
除
く
。
 
 

第
三
十
三
条
の
十
三
並
び
に
第
三
十
三
条
の
十
五
 
 

関
す
る
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
 
 
 

第
四
十
六
条
第
四
項
及
び
第
五
 
 

に
置
か
れ
る
地
方
社
会
福
 
 
 

同
法
第
三
十
三
条
の
 
 

）
 
及
び
同
項
第
 
 6

 
 
（
略
）
 
 

7
 
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
児
童
福
祉
法
第
±
一
条
第
t
一
項
中
「
前
条
第
 
 

一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
業
務
及
び
同
項
第
二
号
ロ
」
と
あ
る
の
は
 
「
前
条
第
一
 
 
 

項
第
二
号
ロ
」
と
、
同
法
第
十
三
条
第
四
項
中
「
職
務
を
行
い
、
担
当
区
域
内
 
 
 

の
市
町
村
長
に
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
あ
る
の
は
 
「
職
務
を
行
 
 
 

う
。
」
と
、
同
法
第
十
八
条
第
二
項
中
「
児
童
相
談
所
長
又
は
市
町
村
長
」
と
 
 
 

あ
る
の
は
 
「
児
童
相
談
所
長
」
 
と
、
同
法
第
二
十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
中
 
 
 

「
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
区
域
内
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
区
域
 
 

2
～
4
 
 
 （
略
）
 
 

5
 
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
に
関
す
る
審
 
 
 

議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
及
び
同
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
指
定
都
市
に
 
 
 

置
か
れ
る
地
方
社
会
福
祉
審
議
会
は
、
児
童
福
祉
法
第
八
条
第
七
項
、
第
二
十
 
 
 

七
条
第
六
項
、
第
四
十
六
条
第
四
項
及
び
第
五
十
九
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
 
 
 

権
限
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

く
。
）
 
ど
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
 
 

て
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
児
童
福
祉
法
及
び
同
令
、
少
年
法
並
び
 
 

に
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
中
都
道
府
県
に
関
す
る
規
定
（
前
段
括
 
 

弧
内
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
規
定
を
除
く
。
）
 
は
、
指
定
都
市
に
関
す
る
規
定
 
 

と
し
て
指
定
都
市
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。
 
 

7  
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条
の
五
の
規
定
に
よ
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
又
は
小
規
模
住
居
型
児
童
養
 
 

葡
萄
対
の
制
限
又
は
停
止
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
命
令
に
関
す
る
規
定
 
 

」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
区
域
以
外
の
区
域
」
と
、
同
法
第
三
十
条
第
一
 
 

項
及
び
第
二
項
中
「
市
町
村
長
を
経
て
、
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
 
 

定
都
市
の
市
長
」
と
、
同
法
第
三
十
四
条
の
三
中
「
及
び
都
道
府
県
」
と
あ
る
 
 

の
は
 
「
、
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
」
と
、
同
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
及
 
 

第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
に
 
 

つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
質
問
等
に
関
す
る
規
定
並
び
に
児
童
福
祉
法
施
行
 
 

令
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
 
 

検
査
に
関
す
る
規
定
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。
 
 

と
、
同
法
第
三
十
五
条
第
三
項
及
び
第
六
項
中
「
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
指
 
 

定
都
市
以
外
の
市
町
村
」
と
、
同
法
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
 
 

項
中
「
児
童
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
福
祉
施
設
（
都
道
府
県
が
設
置
 
 

す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
、
同
法
第
五
十
t
条
第
二
号
中
「
費
用
（
都
道
府
 
 

県
の
設
置
す
る
助
産
施
設
又
は
良
子
生
活
支
援
施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
 
 

」
と
あ
る
の
は
「
費
用
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
市
町
村
」
と
あ
・
る
の
は
「
都
 
 

道
府
県
及
び
市
町
村
」
と
、
児
童
福
祉
法
施
行
令
第
五
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
 
 

ま
で
及
び
第
七
項
中
「
都
道
府
県
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
で
あ
る
 
 

」
と
、
「
そ
の
他
の
者
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
他
の
者
（
指
定
都
市
を
除
く
。
 
 

）
」
と
、
「
都
道
府
県
知
事
を
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
市
長
を
」
と
、
 
 

同
令
第
三
十
八
条
中
「
児
童
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
福
祉
施
設
（
都
 
 

道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 
 

指
定
都
市
が
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
 
 

五
十
二
条
の
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
四
第
 
 

時
預
か
り
事
業
に
つ
い
 
 

劃
業
l
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
質
問
等
に
関
す
る
規
定
、
同
法
第
三
十
四
 
 

び
第
三
十
四
条
の
五
中
「
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
 
 

の
は
 
「
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
 
 

一
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
又
は
小
規
模
住
居
型
児
童
養
 
 

同
法
第
三
十
四
条
の
十
 
 

て
の
都
道
府
県
知
事
 
 

第
一
項
、
第
三
項
及
 
 

行
う
者
 
（
都
道
府
県
を
除
く
。
）
 
」
 
 

の
質
問
等
に
関
す
 
 

び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
一
 
 

行
う
者
」
 
と
あ
る
 
 

る
規
定
、
同
法
 
 

者
（
都
道
府
県
を
除
く
。
）
」
と
、
同
法
第
三
十
五
条
第
三
項
及
び
第
六
項
中
 
 
 

「
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
以
外
の
市
町
村
」
と
、
同
法
第
四
十
六
 
 
 

条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
児
童
福
祉
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
 
 
 

福
祉
施
設
（
都
道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
、
同
法
第
五
十
一
 
 
 

条
第
二
号
中
「
費
用
（
都
道
府
県
の
設
置
す
る
助
産
施
設
又
は
母
子
生
活
支
援
 
 
 

施
設
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
費
用
」
と
、
同
条
第
三
号
中
 
 
 

「
市
町
村
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
及
び
市
町
村
」
と
、
児
童
福
祉
法
施
行
 
 
 

令
第
五
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
七
項
中
「
都
道
府
県
で
あ
る
」
と
 
 
 

あ
る
の
は
「
指
定
都
市
で
あ
る
」
と
、
「
そ
の
他
の
者
」
と
あ
る
の
は
「
そ
の
 
 
 

他
の
者
（
指
定
都
市
を
除
く
。
）
」
と
、
「
都
道
府
県
知
事
を
」
と
あ
る
の
は
 
 
 

「
指
定
都
市
の
市
長
を
」
と
、
同
令
第
三
十
八
条
中
「
児
童
福
祉
施
設
」
と
あ
 
 
 

る
の
は
「
児
童
福
祉
施
設
（
都
道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
」
と
読
 
 
 

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

8
 
指
定
都
市
が
そ
の
事
務
を
処
理
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
 
 
 

五
十
二
条
の
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
四
第
 
 

一
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
 
 
 

質
問
等
に
関
す
る
規
定
、
同
法
第
三
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
児
童
自
立
生
 
 
 

活
援
助
事
業
の
制
限
又
は
停
止
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
命
令
に
関
す
る
 
 
 

規
定
、
同
法
第
四
十
六
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
 
 

福
祉
施
設
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
質
問
等
に
関
す
る
規
定
並
び
に
児
童
 
 
 

福
祉
法
施
行
令
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
児
童
福
祉
施
設
に
つ
い
て
の
都
道
 
 
 

府
県
知
事
の
検
査
に
関
す
る
規
定
は
、
こ
れ
を
適
用
し
一
な
い
。
 
 
 

生
活
援
助
事
業
を
行
う
者
」
 
 

」
と
、
同
法
第
三
十
四
条
の
四
第
t
項
及
び
第
三
十
四
条
の
五
中
「
児
童
自
立
 
 
 

以
外
の
区
域
」
と
、
同
法
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
市
町
村
長
を
経
 
 

て
、
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
指
定
都
市
の
市
長
」
と
、
同
法
第
三
十
 
 

四
条
の
土
中
「
及
び
都
道
府
県
」
と
あ
る
の
は
「
 
都
道
府
県
及
び
指
定
都
市
 
 

と
あ
る
の
は
 
「
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
を
行
う
 
 

10  



十
四
～
二
十
二
 
 
（
略
）
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 

3
 
第
百
七
十
四
条
の
二
十
六
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
八
項
の
規
定
は
 
 

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
」
と
、
同
条
第
三
 
 
 

、
中
核
市
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
一
項
中
「
前
 
 

項
中
「
第
一
項
の
場
合
」
 
と
あ
る
の
は
 
「
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
 
 

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
 
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
t
一
第
一
 
 
 

項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
の
中
核
市
 
（
以
下
 
「
中
核
市
」
 
と
い
う
。
）
 
が
処
理
 
 
 

す
る
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
は
、
児
童
福
祉
法
及
び
児
童
福
祉
法
施
行
令
の
 
 
 

規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
 
（
次
に
掲
げ
 
 
 

る
事
務
を
除
く
。
）
 
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
項
及
び
第
三
項
に
 
 
 

お
い
て
準
用
す
る
第
百
七
十
四
条
の
二
十
六
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
 
 
 

て
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
同
法
及
び
同
令
中
部
道
府
県
に
関
す
る
 
 
 

規
定
 
（
次
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
規
定
を
除
く
。
）
 
は
、
中
核
市
に
関
す
る
規
 
 
 

定
と
し
て
中
核
市
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。
 
 

十
三
 
中
核
市
が
行
う
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
一
 
 

止
等
に
関
す
る
事
務
 
 

¶
コ
 
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
 
 

十
一
 
児
童
福
祉
法
第
二
章
第
六
節
の
規
定
に
 
 

十
 
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
t
 
 

一
 
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
第
 
 
 

事
務
 
 

二
～
九
 
 
（
略
）
 
 

業
又
は
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
小
 
 

法
第
三
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
届
出
、
同
法
第
三
十
四
条
の
四
の
規
定
 
 

に
よ
る
質
問
等
及
び
同
法
第
三
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
制
限
又
は
停
止
 
 

の
命
令
に
関
す
る
事
務
 
 

か
り
事
業
に
係
る
同
法
第
三
十
四
条
の
十
三
 
 

及
び
第
三
十
三
条
の
六
 
 の
規
定
に
よ
る
措
置
等
に
関
す
る
事
務
 
 

一
項
の
規
定
に
よ
る
里
親
の
認
定
に
関
す
る
 
 

規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
に
係
る
同
 
 

条
ま
で
、
第
三
十
三
条
第
二
項
 
 

よ
る
被
措
置
児
童
等
虐
待
の
防
 
 

の
規
定
に
よ
る
質
問
等
 
 

一
第
七
項
に
規
定
す
る
一
時
預
 
 

十
二
～
二
十
 
（
略
）
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 

3
 
第
百
七
十
四
条
の
二
十
六
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
及
び
第
八
項
の
規
定
は
 
 

中
核
市
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
前
 
 
 

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
」
と
、
同
条
第
三
 
 
 

項
中
「
第
一
項
の
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
 
 

第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
 
地
方
自
治
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
一
 
 
 

項
の
規
定
に
よ
り
、
向
項
の
中
核
市
 
（
以
下
「
中
核
市
」
と
い
う
。
）
 
が
処
理
 
 
 

す
る
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
は
、
児
童
福
祉
法
及
び
児
童
福
祉
法
施
行
令
の
 
 
 

規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
次
に
掲
げ
 
 
 

る
事
務
を
除
く
。
）
 
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
次
項
及
び
第
三
項
に
 
 
 

お
い
て
準
用
す
る
第
百
七
十
四
条
の
二
十
六
第
三
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
 
 
 

て
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
同
法
及
び
同
令
中
都
道
府
県
に
関
す
る
 
 
 

規
定
（
次
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
規
定
を
除
く
。
）
 
は
、
中
核
市
に
関
す
る
規
 
 
 

定
と
し
て
中
核
市
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
す
る
。
 
 

ヨ
 
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
 
 
 

業
に
係
る
同
法
第
三
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
届
出
、
同
法
第
三
十
四
条
 
 
 

の
四
の
規
定
に
よ
る
質
問
等
及
び
同
法
第
三
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
制
 
 
 

限
又
は
停
止
の
命
令
に
関
す
る
事
務
 
 

十
 
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で
及
び
第
三
十
三
条
第
t
一
 
 
 

項
l
の
規
定
に
よ
る
措
置
等
に
関
す
る
事
務
 
 

二
～
九
 
 
（
略
）
 
 

児
童
福
祉
法
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
里
親
の
 
 
認
定
に
関
す
る
事
務
 
 

（
リ
ノ
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項
の
場
合
」
と
、
「
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
 
 

る
第
五
項
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
〓
唄
の
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
 
 

十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
の
場
合
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
 
 

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
の
場
合
」
 
 

と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
の
場
合
」
と
、
「
第
三
 
 

項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
項
」
と
、
「
第
二
 
 

す
る
規
定
、
同
法
第
三
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
 
 

る
の
は
「
第
四
十
六
条
第
四
項
」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
第
一
項
の
場
合
」
と
 
 

あ
る
の
は
「
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
の
場
合
」
と
、
「
第
十
条
 
 

第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
」
と
あ
る
の
は
 
 

「
第
十
八
条
第
一
項
及
び
」
と
、
同
条
第
八
項
中
「
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
 
 

第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
二
項
」
と
、
「
児
童
 
 

福
祉
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
丸
 
 

十
七
条
第
六
項
、
第
三
十
三
条
の
 
 

知
事
の
命
令
に
関
す
る
規
定
、
同
法
第
三
 
 

祉
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
 
 

特
定
児
童
福
祉
施
設
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 
 

は
小
規
模
住
 
 

問
等
に
関
す
る
規
定
、
 
 

び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
 
 

又
は
小
規
模
住
居
型
児
 
 

居
型
児
童
養
育
事
業
に
 
 

童
養
育
事
業
の
 
 

同
法
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
福
祉
法
」
 
 

t
時
預
か
り
事
業
に
つ
い
て
 
 

十
五
第
三
項
 
 

つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
質
問
等
に
関
 
 

制
限
又
は
停
止
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
 
 
 

十
四
条
の
十
三
第
一
 
 

第
四
十
六
条
第
四
項
」
 
と
あ
 
 

の
都
道
 
 府
県
知
事
の
質
 
 

と
、
 
「
児
童
福
 
 

項
に
規
定
す
る
 
 

項
、
第
三
項
及
 
 

項
の
場
合
」
と
、
「
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
 
 

る
第
五
項
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
項
の
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
 
 

十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
の
場
合
」
と
、
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
 
 

第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
項
の
場
合
」
 
 

と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
l
一
第
一
項
の
場
合
」
と
、
「
第
三
 
 

項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
項
」
と
、
「
第
二
 
 

十
七
条
第
六
項
、
第
四
十
六
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
六
条
第
四
項
 
 

」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
第
l
項
の
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
七
十
四
条
の
 
 

四
十
九
の
二
第
一
項
の
場
合
」
と
、
「
第
十
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
十
八
 
 

条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
第
一
項
及
び
」
と
 
 

、
同
条
第
八
項
中
「
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
 
 

百
五
十
二
条
の
二
十
二
第
二
項
」
と
、
「
児
童
福
祉
法
第
三
十
四
条
の
四
第
一
 
 

項
の
規
定
に
よ
る
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
質
 
 

問
等
に
関
す
る
規
定
、
同
法
第
三
十
四
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
児
童
自
立
生
活
 
 

援
助
事
業
の
制
限
又
は
停
止
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
知
事
の
命
令
に
関
す
る
規
 
 

定
、
同
法
」
と
あ
る
の
は
「
児
童
福
祉
法
」
と
、
「
児
童
福
祉
施
設
」
と
あ
る
 
 

の
は
「
第
百
七
十
四
条
の
四
十
九
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
児
童
福
祉
施
 
 

設
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
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○
 
地
域
に
お
け
る
多
様
な
需
要
に
応
じ
た
公
的
賃
貸
住
宅
等
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
二
百
五
十
七
号
）
 
（
抄
）
 
 

（
第
三
条
関
係
）
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
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児
童
福
祉
法
施
行
規
則
等
 
の
一
部
、
を
改
 
正
 
す
 
る
省
令
案
 
 

新
 
旧
 
対
 
照
 
条
 
文
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二
二
十
八
 
 

・
四
十
一
 
 

16   



○
 
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
 
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
 
（
抄
）
 
 

（
第
一
条
関
係
）
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
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第
一
条
の
九
 
 

第
一
条
の
八
 
法
第
六
条
の
一
 
 

第
一
条
の
十
 
小
規
模
 
 

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
 
又
 
 

業
に
お
い
て
行
わ
れ
る
養
育
は
、
 
 

す
る
も
の
を
除
く
。
）
 
 

時
的
に
預
か
り
、
 
 

）
 
と
す
る
。
 
 

童
を
い
う
。
 
 

七
条
第
一
項
 
 

慣
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
 
 

に
お
い
て
保
育
を
受
け
る
こ
と
が
 
 

う
と
と
も
に
、
 
 

互
の
交
流
を
行
い
つ
 
 

の
自
立
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
 
 

一
 
子
育
て
支
援
に
関
し
 
 

「
養
育
者
」
 
と
い
う
。
 
 

育
所
そ
の
他
の
施
設
で
あ
つ
て
、
 
 

識
と
経
験
を
有
す
る
も
の
 
 

す
る
こ
と
。
 
 

な
支
援
を
行
う
も
の
 
 

虐
待
の
防
止
等
の
た
め
、
 
 

こ
と
が
差
し
支
え
な
 
 

原
則
と
し
て
、
 
 

主
と
し
て
昼
間
に
お
い
て
、
 
 

小
規
模
住
居
型
 
 

法
第
六
条
の
二
第
八
項
に
 
 

第
三
号
の
規
定
に
よ
 
 

以
下
こ
の
条
か
ら
第
一
 
 

十
組
の
乳
児
又
は
幼
児
 
 

養
育
者
等
に
対
し
、
研
 
 

必
要
な
保
護
を
行
う
も
の
 
 

住
居
型
児
童
 
 

つ
、
委
託
児
童
 
 

一
日
に
三
時
間
以
上
、
 
 

）
 
の
住
居
に
お
い
て
、
 
 

と
す
る
。
 
 

に
つ
い
て
は
、
 
 

い
程
度
の
十
分
な
広
さ
 
 

は
そ
の
委
託
等
を
受
け
た
 
 

て
意
欲
の
あ
る
者
で
あ
つ
 
 

一
第
七
項
に
規
定
す
る
一
 
 

を
配
置
す
る
こ
と
。
 
 
 

豊
か
な
人
間
性
及
 
 

責
任
者
を
設
置
す
る
 
 

同
項
の
厚
生
労
 
 

養
育
事
業
者
は
 
 

り
小
規
模
住
居
型
児
童
養
 
 

一
時
的
に
困
難
と
な
 
 

児
童
の
養
育
及
び
保
育
に
 
 

条
の
三
十
ま
で
に
お
 
 

事
業
者
」
 
と
い
う
。
）
 
 

の
自
主
性
を
尊
重
し
、
 
 

規
定
す
 
 

及
び
そ
の
保
護
者
が
 
 

修
を
実
施
す
る
 
 

こ
の
限
り
で
な
い
。
 
 

行
わ
れ
な
 
 

か
つ
、
 
 

（
特
定
の
乳
幼
児
の
 
 

複
数
の
委
託
児
童
 
 

を
有
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
保
 
 

る
小
規
模
住
居
型
児
童
 
 

び
社
会
性
を
養
 
 

働
省
令
で
定
め
る
者
（
以
下
 
 

等
必
要
な
体
 
 

の
他
の
場
所
に
お
い
て
、
一
 
 

者
が
行
う
も
の
に
限
る
。
 
 

時
預
か
り
事
業
は
、
 
 

て
、
子
育
て
に
関
す
る
知
 
 

委
託
児
童
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

一
週
間
に
三
日
以
上
開
設
 
 

等
の
措
置
を
講
じ
な
け
 
 
 

つ
た
乳
児
又
は
幼
児
に
 
 

い
て
同
じ
。
）
 
が
相
 
 

育
事
業
を
行
う
者
 
 

基
本
的
な
生
活
習
 
 

に
委
託
さ
れ
た
児
 
 

一
度
に
利
用
す
る
 
 

関
す
る
専
門
的
 
 

制
の
整
備
を
行
 
 

の
人
権
の
擁
護
 
 

い
、
委
託
児
童
 
 

み
を
対
象
と
 
 

養
育
事
 
 



第
一
条
の
十
一
 
 

②
 
小
規
模
住
居
型
児
童
 
 

第
一
条
の
十
四
 
小
規
模
 
 

第
一
条
の
十
五
 
 

育
事
業
を
行
う
住
居
 
（
以
下
 
 

条
、
社
会
的
 
 

差
別
的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

を
補
助
す
る
者
を
い
う
。
 
 

型
児
童
養
育
事
業
所
 
 

置
く
専
任
の
養
育
者
を
置
く
も
の
 
 

と
に
、
一
人
以
上
 
 

に
よ
り
懲
戒
に
関
し
そ
の
児
童
の
福
 
 

お
り
と
す
る
。
 
 

の
一
人
を
除
き
、
補
助
者
を
も
つ
 
 

身
体
的
苦
痛
を
与
え
、
 
 

＼
、
 
0
 
 
 

、
、
1
 
 「

養
育
者
等
」
 
と
総
称
す
る
。
）
 
は
、
 
 

条
の
十
二
 
養
育
者
及
び
補
助
者
 
 

条
の
十
三
 
養
育
者
は
、
委
託
児
童
 
 

各
号
に
掲
げ
る
行
為
そ
の
他
委
託
児
童
 
 

こ
と
に
、
三
人
以
上
の
養
育
者
 
 

日
常
生
活
を
営
む
上
で
必
要
な
設
 
 

委
託
児
童
の
居
室
、
 
 

身
分
又
は
入
居
に
要
す
る
費
用
 
 

小
規
模
住
居
型
児
童
 
 

小
規
模
住
居
型
児
 
 

の
当
該
小
規
模
住
居
型
児
童
 
 

の
管
理
者
と
 
 

養
育
事
業
者
は
 
 

住
居
型
児
童
 
 

人
格
を
辱
め
る
等
そ
の
 
 

以
下
第
 
 

「
小
規
模
住
居
型
児
童
 
 

童
養
育
事
業
所
の
 
 

を
置
か
な
け
れ
ば
な
 
 

と
し
、
そ
の
う
ち
一
 
 

浴
室
、
洗
面
所
、
 
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

て
こ
れ
に
代
え
る
 
 

養
育
事
業
者
は
 
 

養
育
事
業
者
は
 
 

祉
の
た
め
に
必
要
 
 

条
の
三
十
一
に
お
い
て
同
じ
。
 
 

備
及
び
 
 

（
養
育
者
が
行
う
養
育
に
つ
い
 
 

委
託
児
童
に
対
し
、
 
 

に
対
し
法
第
四
十
七
 
 

小
規
模
住
居
 
 

の
心
身
に
有
害
な
影
響
 
 

を
負
担
す
る
か
否
か
に
よ
つ
て
、
 
 

食
堂
等
委
託
児
童
が
相
互
 
 

養
育
事
業
所
に
生
活
の
 
 

権
限
を
濫
用
し
て
は
な
ら
な
 
 

養
育
事
業
所
」
 
と
い
う
。
 
 

便
所
そ
の
他
委
託
児
童
が
 
 

設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
 
 

こ
と
が
で
き
る
。
 
 

委
託
児
童
の
国
籍
、
 
 

な
措
置
を
採
る
と
き
は
 
 

型
児
童
養
育
事
業
所
ご
 
 

ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
 
 

小
規
模
住
居
型
児
童
養
 
 

人
を
当
該
小
規
 
 

条
第
二
項
の
規
定
 
 

法
第
三
十
三
条
の
 
 

を
与
え
る
行
 
 

）
 
（
以
下
 
 

て
養
育
者
 
 

模
住
居
 
 

本
拠
を
 
 

に
交
流
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②
 
小
規
模
住
居
 
 

第
一
条
の
十
七
 
 

第
一
条
の
十
六
 
 

吋
 
 

五1四lヨコーl  育
事
業
所
ご
と
に
、
次
の
 
 

州 八  養
育
事
業
所
の
養
育
者
等
に
こ
の
省
 
 

指
揮
命
令
を
行
う
も
の
 
 

住
居
型
児
童
養
育
事
業
所
の
 
 

三l二  七l六  に
関
す
る
運
営
規
程
を
定
め
て
 
 

元
的
に
行
わ
な
 
 

育
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
 
 

業
所
の
設
備
の
全
て
は
、
 
 

こ
と
。
 
 

を
図
る
 
 

れ
た
も
の
 
 

項   の
質
の
向
上
の
た
め
 
 

事
業
の
 
 

委
託
児
童
の
保
健
衛
生
 
 

第
二
号
に
掲
げ
る
設
備
は
、
養
 
 

委
託
児
童
の
年
齢
等
に
応
じ
、
男
 
 

養
育
の
内
容
 
 

養
育
者
等
の
職
種
、
 
 

第
一
条
の
二
十
八
 
 

委
託
児
童
の
人
権
の
擁
護
、
 
 

非
常
災
害
対
策
 
 
 

緊
急
時
等
に
お
け
る
対
 
 

そ
の
他
運
営
に
関
す
 
 

こ
と
が
で
き
る
設
備
を
設
け
る
 
 
 

目
的
及
び
運
営
の
方
針
 
 
 

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
 
 
 

型
児
童
養
育
事
業
所
 
 

小
規
模
住
居
型
児
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

小
規
模
住
居
型
児
童
 
 

と
す
る
。
 
 

に
図
る
措
置
の
内
容
 
 
 

に
規
定
す
る
評
価
の
 
 

各
号
に
掲
げ
 
 

員
数
及
び
職
務
の
内
容
 
 

る
重
要
事
項
 
 

養
育
者
等
及
び
業
務
の
管
 
 

委
託
児
童
 
 

応
方
法
 
 

に
関
す
 
 

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

童
養
育
事
業
者
は
 
 

虐
待
の
防
止
等
の
た
め
 
 

で
あ
る
ほ
か
、
 
 

育
者
等
が
委
託
児
童
 
 

養
育
事
業
所
の
管
理
者
は
 
 

令
の
規
定
を
遵
 
 

る
事
項
及
び
安
全
 
 

の
管
理
者
は
 
 

子
と
女
子
 
 

る
事
業
の
運
営
に
つ
 
 

の
適
切
な
養
育
に
資
す
る
も
の
 
 

実
施
状
況
等
児
童
 
 

小
規
模
住
居
型
児
童
 
 

の
居
室
を
別
に
す
 
 

守
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
 
 

当
該
小
規
模
住
居
型
児
童
 
 

小
規
模
住
居
型
児
童
養
 
 

理
そ
の
他
の
管
理
を
一
 
 

に
つ
い
て
十
分
考
慮
さ
 
 

に
対
し
て
適
切
な
養
 
 

の
措
置
に
関
す
る
事
 
 

い
て
の
重
要
事
項
 
 

自
立
生
活
援
助
 
 

当
該
小
規
模
 
 

る
こ
と
。
 
 

養
育
事
 
 

で
あ
る
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②
 
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
 
 

第
一
条
の
二
十
二
 
小
規
模
住
居
型
児
童
 
 

第
一
条
の
二
十
三
 
 

②
 
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
者
は
、
 
 

第
一
条
の
二
十
一
 
 

第
一
条
の
二
十
 
 

第
一
条
の
十
九
 
 

第
一
条
の
十
八
 
 

学
校
教
育
法
 
（
昭
和
u
 
 

発
育
に
必
要
な
栄
養
量
を
含
有
す
る
も
の
 
 

措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
 
 

育
の
ほ
か
、
必
要
な
教
育
を
受
け
さ
せ
 
 

め
、
又
は
衛
生
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
 
 

養
育
者
等
の
勤
務
の
体
制
を
定
め
 
 

お
い
て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
 
 

す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

災
害
に
対
す
る
具
体
的
計
画
を
立
て
、
 
 

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
 
 

切
な
養
育
を
提
供
で
き
る
よ
う
、
 
 

る
設
備
、
 
 

用
具
、
非
常
口
そ
の
他
非
常
災
害
に
 
 

六
人
と
す
る
。
 
 

つ
て
は
、
 
 

こ
の
限
り
で
な
い
。
 
 
 

食
器
等
又
は
飲
用
に
供
す
る
水
に
つ
い
て
は
、
 
 

そ
の
献
立
は
、
で
き
る
限
り
、
変
化
に
富
み
、
 
 

小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
者
は
、
 
 

小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
所
の
 
 

小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
 
 

小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
者
は
、
 
 

小
規
模
住
居
型
児
童
 
 

一
十
二
牛
法
律
第
二
十
六
号
）
 
 

災
害
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
 
 

小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
所
ご
と
に
、
 
 
 

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

必
要
な
設
備
を
設
け
る
と
 
 

養
育
事
業
者
は
 
 

養
育
事
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

こ
れ
に
対
す
る
不
断
の
 
 

小
規
模
住
居
型
児
童
 
 

入
居
定
員
を
超
え
て
 
 

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

又
は
ま
ん
延
し
な
 
 

業
者
は
、
委
託
児
童
に
対
し
、
 
 

者
は
、
委
託
児
童
に
対
し
、
適
 
 

入
居
定
員
は
、
五
人
又
は
 
 

の
規
定
に
基
づ
 
 

い
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
 
 

軽
便
消
火
器
等
の
消
火
 
 

委
託
児
童
の
使
用
す
 
 

衛
生
的
な
管
理
に
努
 
 

委
託
児
童
 
 

食
事
の
提
供
に
当
た
 
 

い
よ
う
に
必
要
な
 
 

養
育
事
業
所
に
 
 

注
意
と
訓
練
を
 
 

と
も
に
、
非
常
 
 

入
居
さ
せ
て
は
 
 

く
義
務
教
 
 

の
健
全
な
 
 



②
 
食
事
は
、
前
項
の
 
 

第
一
条
の
二
十
四
 
 

②
 
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
 
 

第
一
条
の
二
十
五
 
 

第
一
条
の
t
一
十
七
 
 

第
一
条
の
二
十
六
 
 

②
 
小
規
模
住
居
型
児
童
 
 

第
一
条
の
二
十
八
 
 

児
童
及
び
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
 
 

立
支
援
計
画
に
従
っ
て
、
当
 
 

ら
か
じ
め
当
該
 
 

て
栄
養
並
び
に
委
託
児
 
 

す
る
た
め
に
、
 
 

関
す
る
委
託
児
童
又
は
そ
 
 

ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
必
 
 

理
由
が
な
く
、
そ
の
業
務
 
 

正
当
な
理
由
が
な
く
、
そ
の
 
 

養
育
の
 
 

童
養
育
事
業
所
 
 

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

の
公
正
な
解
決
を
図
る
た
め
に
、
 
 

収
支
及
び
委
託
児
童
 
 

質
の
評
価
を
行
う
と
と
も
に
 
 

そ
の
保
護
者
の
意
見
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
 
 

苦
情
を
受
け
付
け
る
た
め
 
 

の
養
育
者
等
以
外
 
 

小
規
模
住
居
型
児
童
 
 

小
規
模
住
居
型
児
童
 
 

小
規
模
住
居
型
児
童
 
 

小
規
模
住
居
型
児
童
 
 

小
規
模
住
 
 

規
定
に
 
 

童
の
身
体
的
状
 
 

養
育
事
業
者
は
 
 

の
処
遇
の
状
況
を
 
 

上
知
り
得
た
委
託
児
童
 
 

事
業
者
は
 
 

該
委
託
児
童
を
養
育
し
 
 

よ
る
ほ
か
 
 

業
務
上
知
り
得
た
 
 

要
な
措
置
を
講
じ
 
 

居
型
児
童
養
育
 
 

を
聴
い
て
当
該
委
 
 

苦
情
の
解
決
に
当
た
 
 

の
者
を
関
与
さ
 
 

養
育
事
業
者
は
 
 

況
及
び
噂
好
 
 

養
育
事
業
所
に
は
 
 

養
育
事
業
に
 
 

養
育
事
業
者
は
 
 

定
期
的
に
外
部
の
 
 

食
品
の
種
 
 

養
育
者
等
で
あ
つ
た
者
が
、
 
 

事
業
者
並
び
に
そ
 
 

前
項
の
 
 

明
ら
か
に
す
 
 

ら
の
苦
情
に
迅
速
 
 

の
窓
口
を
設
置
す
る
等
の
 
 

事
業
者
は
、
自
ら
そ
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

委
託
児
童
又
は
そ
 
 

又
は
そ
 
 

せ
な
け
れ
ば
な
 
 

必
要
な
措
置
と
し
て
、
 
 

類
及
び
調
理
方
 
 

を
考
慮
し
た
も
の
で
な
け
 
 

従
事
す
る
養
育
者
等
は
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

る
帳
簿
を
整
備
し
て
お
 
 

つ
て
小
規
模
住
居
型
児
 
 

児
童
相
談
所
長
が
あ
 
 

そ
の
行
っ
た
養
育
に
 
 

者
に
よ
る
評
価
を
受
 
 
 

の
家
族
の
秘
密
を
漏
 
 

と
に
作
成
す
る
自
 
 

養
育
者
等
、
 
 

か
つ
適
切
に
対
応
 
 

の
養
育
す
る
委
託
 
 

ら
な
い
。
 
 

の
家
族
の
秘
 
 

の
提
供
す
る
 
 

法
に
つ
い
 
 

必
要
な
措
 
 

正
当
な
 
 



第
一
条
の
三
十
二
 
法
第
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
 
 

②
 
補
助
者
は
、
法
第
三
十
四
条
の
十
五
第
 
 

第
一
条
の
三
十
一
法
第
六
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
 
 

第
一
条
の
三
十
 
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
者
は
、
緊
急
時
の
対
応
等
を
含
 
 

第
一
条
の
二
十
九
 
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
者
は
、
 
 

に
も
該
当
し
な
い
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

該
当
し
な
い
着
で
あ
つ
て
、
 
 

他
の
適
切
な
支
援
体
制
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

児
童
の
通
学
す
る
学
校
、
児
童
相
談
所
、
児
童
福
祉
施
設
、
児
童
家
庭
支
援
セ
 
 

る
者
と
す
る
。
 
 

ば
な
ら
な
い
。
 
 

る
者
は
、
法
第
三
十
四
条
の
十
五
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
者
の
い
ず
れ
に
も
 
 
 

め
、
委
託
児
童
の
状
況
に
応
じ
た
適
切
な
養
育
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
 
 
 

調
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

け
て
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
公
表
し
、
 
 

ン
タ
ー
、
児
童
委
員
、
公
共
職
業
安
定
所
、
警
察
等
関
係
機
関
と
の
連
携
そ
の
 
 

の
求
め
に
応
じ
、
委
託
児
童
の
状
況
に
つ
い
て
、
定
期
的
に
都
道
府
県
知
事
の
 
 

下
こ
の
条
及
び
第
一
条
の
三
十
六
に
お
い
て
同
じ
。
 
 

引
引
封
 
 

人
以
上
の
委
託
児
童
の
養
育
の
経
験
を
有
す
る
者
 
 

七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
里
親
に
委
託
さ
れ
た
児
童
を
い
う
。
以
 
 

養
育
里
親
と
し
て
五
年
以
上
登
録
し
て
い
る
者
で
あ
つ
て
、
 
 

都
道
府
県
知
事
が
前
各
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
 
 

養
育
里
親
と
し
て
二
年
以
上
同
時
に
二
人
以
上
の
委
託
児
童
 
（
法
第
二
十
 
 

三
年
以
上
児
童
福
祉
事
業
に
従
事
し
た
者
 
 

次
の
各
号
に
規
定
す
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
 
 

常
に
そ
の
改
善
を
図
る
よ
う
努
め
な
け
れ
 
 

項
各
号
に
規
定
す
る
者
の
い
ず
れ
 
 

）
 
の
養
育
の
経
験
を
有
 
 
 

都
道
府
県
知
事
か
ら
 
 

通
算
し
て
五
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②
 
法
第
六
条
の
三
第
一
 
 

第
一
条
の
三
十
五
 
 

第
一
条
の
三
十
四
 
 

第
t
条
の
三
十
三
 
 

第
一
 
 

掲
げ
る
者
と
す
る
。
 
 

養
育
里
親
名
簿
に
 
 

親
研
修
を
修
了
し
た
も
 
 

観
で
あ
つ
て
、
 
 

大
臣
が
定
め
 
 

る
人
数
は
、
 
 

る
要
件
を
満
た
す
者
は
、
 
 

る
研
修
 
（
以
下
 
 

二
 
要
保
護
児
童
 
 

三
 
身
体
障
害
、
 
 

二
 
非
行
の
あ
る
又
は
 
 

一
 
養
子
縁
組
に
よ
 
 

一
 
児
童
虐
待
の
 
 

一
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
 
 

。
以
下
同
じ
。
）
 
 

状
態
と
な
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
 
 

第
二
条
に
規
定
す
 
 

要
保
護
児
童
 
 

条
の
三
十
六
 
専
門
里
親
は
、
 
 

の
他
要
保
護
児
童
 
 

養
育
に
関
し
特
に
支
援
が
 
 

四
人
と
す
る
。
 
 

る
基
準
を
満
た
す
 
 

次
の
各
号
に
掲
げ
 
 

の
養
育
を
希
望
す
る
者
 
 
 

「
養
育
里
親
研
修
」
 
 

防
止
等
に
関
す
 
 

専
門
里
親
と
は
、
 
 

法
第
六
条
の
三
第
二
 
 

法
第
六
条
の
三
第
二
 
 

知
的
障
害
又
は
 
 

登
録
さ
れ
た
も
 
 

（
法
第
六
条
の
二
第
八
 
 

を
現
に
監
護
す
る
者
が
 
 

の
三
親
等
内
の
親
族
で
あ
つ
て
、
 
 

る
児
童
虐
待
等
の
行
為
に
 
 

つ
て
養
親
と
な
る
 
 

項
に
規
定
す
る
 
 

非
行
に
結
び
付
く
お
 
 

の
と
す
る
。
 
 

経
済
的
に
困
窮
し
 
 

課
程
に
よ
り
行
う
 
 

必
要
と
認
め
た
 
 

精
神
障
害
が
あ
 
 

次
に
掲
げ
 
 

る
要
保
護
児
童
の
う
ち
、
 
 

る
法
律
 
（
平
成
十
一
 
 

か
に
該
当
す
る
こ
と
。
 
 
 

次
条
に
掲
げ
る
要
件
に
該
 
 

れ
ら
の
者
に
 
 

と
い
う
。
以
下
同
じ
。
 
 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
 
 

項
に
規
定
す
る
厚
生
 
 

項
に
規
定
す
る
厚
生
 
 

こ
と
を
希
望
す
る
者
 
 

項
に
規
定
す
 
 

そ
れ
の
あ
る
行
動
を
す
 
 

て
い
な
い
者
で
あ
つ
 
 

る
要
件
に
該
当
す
 
 

も
の
を
養
育
す
る
も
の
と
し
て
 
 

よ
り
心
身
 
 

よ
る
養
育
が
期
待
で
き
な
い
 
 

る
児
童
 
 

こ
と
と
す
る
。
 
 

一
年
法
律
第
八
十
一
 
 

方
不
明
又
は
拘
禁
等
の
 
 

要
保
護
児
童
の
両
親
そ
 
 

る
要
保
護
児
童
を
い
う
 
 

に
有
害
な
影
響
を
受
 
 

都
道
府
県
知
事
が
 
 

）
 
は
、
厚
生
労
働
 
 

労
働
省
令
で
定
め
 
 

労
働
省
令
で
定
め
 
 

当
す
る
養
育
里
 
 

る
者
は
、
次
に
 
 

る
者
と
す
る
。
 
 

て
、
養
育
里
 
 

る
児
童
 
 



第
二
条
 
 
（
略
）
 
 

一
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
、
心
理
学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
 
 

れ
に
相
当
す
る
課
程
に
お
い
て
優
秀
な
成
績
で
単
位
を
修
得
し
た
こ
と
に
よ
 
 

り
、
同
法
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
 
 

た
者
 
 
 

二
～
七
 
 
（
略
）
 
 

第
十
九
条
 
法
第
二
十
一
条
の
九
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
 
 
 

の
と
お
り
と
す
る
。
 
 

う
こ
と
が
で
き
る
者
と
認
め
た
者
と
す
る
。
 
 

二
 
専
門
里
親
研
修
 
（
専
門
里
親
と
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
 
 

条
の
三
十
七
 
法
第
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
 
 

受
け
る
べ
き
研
修
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
い
う
。
以
 
 

下
同
じ
。
）
 
の
課
程
を
修
了
し
て
い
る
こ
と
。
 
 

里
親
希
望
者
」
 
と
い
う
。
）
 
が
必
要
な
知
識
及
び
経
験
を
修
得
す
る
た
め
に
 
 

イ
 
養
育
里
親
と
し
て
三
年
以
上
 
 

ロ
 
三
年
以
上
児
童
福
祉
事
業
に
従
事
し
た
者
で
あ
つ
て
、
 
 

ハ
 
都
道
府
県
知
事
が
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
 
 

委
託
児
童
の
養
育
に
専
念
で
き
る
こ
と
。
 
 

す
る
と
認
め
た
者
で
あ
る
こ
と
。
 
 

が
適
当
と
認
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

で
あ
る
こ
と
。
 
 

都
道
府
県
知
事
が
同
条
第
一
項
第
二
号
へ
に
掲
げ
る
業
務
を
適
切
に
行
 
 

の
委
託
児
童
の
養
育
の
経
験
を
有
す
る
者
 
 

都
道
府
県
知
事
 
 

（
以
下
 
「
専
門
 
 第

十
九
条
 
法
第
二
十
一
条
の
九
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
 
 
 

の
と
お
り
と
す
る
。
 
 

第
二
条
・
（
略
）
 
 

て
、
心
理
学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
に
お
い
て
優
秀
 
 
 

な
成
績
で
単
位
を
修
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
 
 
 

に
よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者
 
 

二
～
七
 
 
（
略
）
 
 

一
 
字
校
教
育
法
 
（
昭
和
一
 
 

た
乳
児
に
つ
き
、
 
 

他
の
理
由
に
よ
り
昼
間
家
庭
に
お
 
 

に
限
る
。
次
号
、
第
三
号
及
 
 

る
相
談
及
び
 
 

保
護
者
 
（
出
産
後
お
お
む
ね
一
 
 

助
言
を
行
う
事
業
 
 

そ
の
家
庭
に
お
い
て
保
育
、
 
 

一
十
二
年
法
律
第
t
一
十
六
号
）
 
 

び
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
 
 
 

（
必
要
な
職
員
を
置
く
等
に
よ
 
 

年
以
内
の
女
子
に
限
る
。
）
 
の
疾
病
そ
の
 
 

い
て
養
育
を
受
け
る
 
 

家
事
並
び
に
養
育
等
に
関
す
 
 

に
よ
る
大
学
に
お
い
 
 

こ
と
に
支
障
を
生
じ
 
 

り
行
う
も
の
 
 

25  



も
の
に
限
る
。
）
 
 
 

イ
 
疾
病
に
か
か
つ
て
い
る
お
お
む
ね
十
歳
未
満
の
児
童
（
回
復
の
過
程
に
 
 

あ
る
も
の
に
限
る
。
）
 
 
 

ロ
 
疾
病
に
か
か
つ
て
い
る
お
ノ
ぉ
む
ね
十
歳
末
満
の
児
童
（
回
復
の
過
程
に
 
 

あ
る
も
の
を
除
く
。
）
 
 

コ
 
お
お
む
ね
三
歳
未
満
の
児
童
で
あ
つ
て
、
そ
の
保
護
者
の
労
働
そ
の
他
の
 
 
 

理
由
に
よ
り
家
庭
に
お
い
て
保
育
さ
れ
る
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の
に
つ
き
 
 

、
保
育
士
、
看
護
師
そ
の
他
の
者
（
当
該
児
童
の
三
親
等
内
の
親
族
で
あ
る
 
 
 

も
の
を
除
く
。
）
 
の
居
宅
に
お
い
て
、
適
当
な
設
備
を
備
え
る
等
に
よ
り
、
 
 
 

保
育
を
行
う
事
業
（
少
数
の
児
童
を
対
象
と
し
、
か
つ
、
市
町
村
又
は
そ
の
 
 
 

委
託
を
受
け
て
当
該
保
育
を
行
う
者
が
行
う
も
の
に
限
る
。
）
 
 

ヨ
．
糾
幼
鳳
で
あ
つ
て
、
そ
の
保
護
者
の
労
働
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
一
月
 
 
 

間
に
相
当
程
度
、
家
庭
に
お
い
て
保
育
さ
れ
る
こ
と
に
支
障
が
生
ず
る
も
の
 
 

次
に
掲
げ
る
児
童
で
あ
つ
て
、
そ
の
保
護
者
の
労
働
そ
の
他
の
理
由
に
よ
 
 

り
家
庭
に
お
い
て
保
育
さ
れ
る
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の
に
つ
き
、
保
育
所
 
 

そ
の
他
の
施
設
、
病
院
又
は
診
療
所
（
ロ
に
掲
げ
る
児
童
に
あ
つ
て
は
、
病
 
 

院
又
は
診
療
所
）
に
お
い
て
、
適
当
な
設
備
を
備
え
る
等
に
よ
り
、
保
育
を
 
 

行
う
事
業
 
（
市
町
村
又
は
そ
の
委
 
 託を
受
け
 
 て
当
該
保
育
を
行
う
者
が
 
 

四
l
 
次
に
掲
げ
る
児
童
で
あ
つ
て
、
そ
の
保
護
者
の
労
働
そ
の
他
の
理
由
に
よ
 
 
 

り
家
庭
に
お
い
て
保
育
さ
れ
る
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の
に
つ
き
、
烈
画
家
 

三
 
児
童
で
あ
つ
て
、
そ
 
 

二
 
保
護
者
の
疾
病
そ
の
 
 

は
診
療
所
）
に
お
い
て
、
適
当
な
設
備
を
備
え
る
等
に
よ
り
、
保
育
を
行
う
 
 
 

事
業
 
 
 

イ
 
疾
病
に
か
か
つ
て
い
る
お
お
む
ね
十
歳
末
満
の
児
童
（
回
復
の
過
程
に
 
 

あ
る
も
の
に
限
る
。
）
 
 
 

ロ
 
疾
病
に
か
か
つ
て
い
る
お
お
む
ね
十
歳
末
偶
の
児
童
（
回
復
の
過
程
に
 
 

あ
る
も
の
を
除
く
。
）
 
 

五
l
 
お
お
む
ね
三
歳
未
満
の
児
童
で
あ
つ
て
、
そ
の
保
護
者
の
労
働
そ
の
他
の
 
 
 

理
由
に
よ
り
家
庭
に
お
い
て
保
育
さ
れ
る
こ
と
に
支
障
が
あ
る
も
の
に
つ
き
 
 

、
保
育
士
、
看
護
師
そ
の
他
の
者
（
当
該
児
童
の
三
親
等
内
の
親
族
で
あ
る
 
 
 

も
の
を
除
く
。
）
 
の
居
宅
に
お
い
て
、
適
当
な
設
備
を
備
え
る
等
に
よ
り
、
 
 

保
育
を
行
う
事
業
（
少
数
の
児
童
を
対
象
と
し
、
か
つ
、
市
町
村
」
特
 

七
 
お
お
む
ね
一
一
 
 
 

理
由
に
よ
り
1
、
 
 

六
 
保
護
者
の
疾
病
そ
の
 
 

施
設
、
病
院
若
し
く
は
診
療
所
 
 

う
事
業
 
 

庭
若
し
く
は
保
育
士
、
 
 

保
育
、
養
育
等
に
関
す
 
 

を
受
け
る
必
要
が
あ
る
 
 

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
 
 

行
う
も
の
に
限
る
。
）
 
 

て
同
じ
。
）
 
 

の
委
託
を
受
け
 
 

適
当
な
設
備
を
備
え
る
等
に
よ
り
 
 

一
時
的
に
困
難
と
な
 
 

一
時
的
に
困
難
と
な
 
 

歳
未
満
の
児
童
 
 

て
当
該
保
育
を
行
う
 
 

一
月
間
に
相
当
程
度
、
家
庭
に
お
い
て
保
育
さ
れ
る
こ
と
に
 
 

看
護
師
そ
の
他
の
者
 
 

も
の
に
つ
き
、
 
 

る
相
談
及
び
助
言
そ
の
他
必
 
 

他
の
理
由
に
よ
 
 

っ
た
児
童
に
つ
き
、
 
 

つ
た
乳
児
又
は
幼
児
に
 
 

の
理
由
に
よ
り
家
庭
に
お
 
 

又
は
そ
の
委
託
を
受
け
て
当
該
保
育
を
行
う
者
が
 
 

護
者
が
そ
の
養
育
上
の
 
 

で
あ
つ
て
、
そ
の
保
護
者
の
労
働
そ
の
他
の
 
 
 

（
ロ
に
掲
げ
る
児
童
に
あ
つ
て
は
、
病
院
又
 
 

者
が
行
 
 

そ
の
家
庭
そ
 
 

保
育
を
行
う
事
業
 
 

り
家
庭
に
お
 
 

そ
の
家
庭
に
お
 
 

う
も
の
に
限
る
。
 
 

の
居
宅
 
 要

な
援
助
を
行
う
事
業
 
 

不
安
等
に
関
す
る
援
助
 
 

又
は
保
育
所
そ
の
他
の
 
 

の
他
の
場
所
に
お
い
て
 
 

い
て
保
育
さ
れ
る
こ
と
 
 

い
て
保
育
さ
れ
る
こ
と
 
 

保
育
所
等
に
お
い
て
 
 

（
市
町
村
又
は
そ
 
 

い
て
保
育
を
行
 
 

次
号
に
お
い
 
 

10   
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第
十
九
条
の
二
 
法
第
二
十
一
 
 

第
二
十
五
条
の
二
十
八
 
 

う
も
の
に
限
る
。
）
 
 

矧
 
保
護
者
で
あ
つ
て
そ
の
乳
児
、
幼
児
等
の
保
育
等
に
関
す
る
援
助
を
受
け
 
 
 

る
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
と
当
該
援
助
を
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
者
（
個
人
 
 
 

に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
 
「
援
助
希
望
者
」
と
い
う
。
）
と
の
連
絡
 
 
 

及
び
調
整
を
行
う
と
と
も
に
、
援
助
希
望
者
の
講
習
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
 
 
 

を
行
う
事
業
 
 

者
は
、
委
託
に
係
る
事
務
 
 

ら
な
い
。
 
 
 

第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
 
 

当
な
理
由
が
な
く
、
 
 

員
を
十
分
に
有
し
て
 
 

と
が
で
き
る
者
と
し
て
次
 
 

保
に
努
め
る
と
と
も
に
、
同
 
 

ら
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、
 
 

を
行
う
事
業
 
（
市
町
村
又
は
そ
の
委
託
を
受
け
 
 

に
つ
き
、
保
育
所
等
に
お
い
て
、
適
当
な
設
備
を
備
え
る
等
に
よ
り
、
保
育
 
 

そ
の
業
務
上
知
り
得
た
児
 
 

い
る
者
で
あ
つ
て
、
 
 

要
保
護
児
童
対
策
調
整
機
関
は
、
 
 

を
適
正
か
つ
円
滑
に
遂
行
し
う
 
 

項
に
 
 

必
要
な
措
置
を
講
じ
て
い
 
い
 

条
の
十
の
二
第
三
項
の
 
 

職
員
の
能
力
の
向
上
の
た
め
の
 
 

規
定
す
る
者
を
置
く
 
 

項
の
業
務
に
係
る
事
務
を
適
切
 
 

職
員
又
は
職
員
で
あ
 
 

て
当
該
保
育
を
行
 
 

る
者
と
す
る
。
 
 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
 
 

は
そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
 
 

よ
う
に
努
め
 
 

法
第
二
十
五
条
の
二
 
 

る
能
力
を
有
す
る
人
 
 

研
修
の
機
 
 

っ
た
者
が
、
正
 
 

な
け
れ
ば
な
 
 

に
行
う
こ
 
 

会
の
確
 
 

十
 
保
育
所
そ
の
他
 
 

支
障
が
生
ず
る
も
の
に
つ
き
、
保
育
所
等
に
お
い
て
、
適
当
な
設
備
を
備
え
 
 

る
等
に
よ
り
、
保
育
を
行
う
事
業
 
 

保
護
者
で
あ
つ
て
そ
の
乳
児
、
幼
児
等
の
保
育
等
に
関
す
る
援
助
を
受
け
 
 

る
こ
と
を
希
望
す
る
も
の
と
当
該
援
助
を
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
者
（
個
人
 
 

に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
援
助
希
望
者
」
と
い
う
。
）
と
の
連
絡
 
 

及
び
調
整
を
行
う
と
と
も
に
、
援
助
希
望
者
の
講
習
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
 
 

を
行
う
事
業
 
 

児
童
の
養
育
の
支
援
に
係
 
 

談
に
応
じ
、
必
 
 

応
じ
、
必
要
な
 
 

引
魂
剋
 
 

な
援
助
を
行
う
事
業
 
 

児
 

当
該
児
童
の
養
育
に
 
 

所
を
開
設
し
、
 
 

お
お
む
ね
三
歳
未
満
 
 

等
の
保
育
に
 
 

情
報
の
 
 

当
該
場
所
に
お
い
て
、
 
 

要
な
情
報
の
 
 

の
施
設
等
に
お
い
て
、
 
 

関
す
る
各
般
の
問
題
に
つ
 
 

提
供
及
び
 
 

の
児
童
及
 
 

関
す
る
各
般
の
問
題
に
つ
 
 

る
活
動
を
行
う
 
 

提
供
及
び
助
言
を
行
う
 
 

助
言
を
行
い
 
 

び
そ
の
保
護
者
が
相
互
 
 

民
間
団
体
 
 

な
職
員
を
置
く
等
に
よ
り
 
 
 

設
備
を
備
え
る
等
に
よ
り
 
 

そ
の
他
必
 
 

き
、
保
護
者
か
ら
の
相
 
 

保
護
者
か
ら
の
相
談
に
 
 

と
と
も
に
、
保
護
者
の
 
 

の
支
援
そ
の
他
の
必
要
 
 
 

の
交
流
を
行
う
場
 
 

要
な
援
助
を
行
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第
三
十
六
条
 
法
第
三
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
 
 

第
三
十
二
条
 
第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
の
規
定
は
、
 
 

第
二
十
五
条
の
二
十
九
 
 

②
 
法
第
t
一
十
五
条
の
二
第
六
項
の
 
 

係
る
者
が
都
道
府
県
の
区
域
（
市
の
区
域
及
び
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
 
 

の
区
域
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
市
町
村
の
区
域
、
福
祉
事
務
所
の
所
管
区
 
 

域
又
は
児
童
相
談
所
の
管
轄
区
域
を
超
え
て
他
の
区
域
、
所
管
区
域
又
は
管
轄
 
 

六i五】四l三上コ一重  項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
児
童
を
小
規
模
住
居
型
児
童
 
 

珂
嘲
里
親
に
委
託
し
た
場
合
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。
 
 

は
、
当
該
措
置
又
は
保
育
の
実
施
等
若
し
 
 

祉
司
た
る
資
格
を
有
す
る
者
又
は
 
 

め
る
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
と
す
る
。
 
 

れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。
 
 
 

二
 
委
託
に
係
る
指
導
に
従
事
す
る
者
と
し
て
、
 
 

者
を
置
い
て
い
る
こ
と
 
 

イ
 
法
第
十
二
条
の
三
第
一
 
 

る
法
人
で
あ
る
こ
と
 
 

ロ
 
法
第
十
三
条
第
一
 
 

ハ
 
児
童
相
談
所
長
又
は
都
道
府
県
知
事
が
イ
又
は
 
 

以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者
 
 

委
託
に
係
る
業
務
を
適
切
か
つ
確
実
に
行
う
ー
 
 

児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
第
二
十
一
 
 

教
育
職
員
免
許
法
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
を
 
 

保  
水  
日  
士   

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
の
 
 

遠
ハ
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 
 

一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
 
 

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
 
 

こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
 
 

く
は
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
に
 
 

条
第
三
項
に
規
定
す
る
児
童
指
導
員
 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
 
 

」
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
 
 

有
す
る
者
 
 

ロ
に
掲
げ
る
者
と
同
等
 
 

養
育
事
業
を
行
う
者
 
 

法
第
二
十
七
条
第
l
 
 

厚
生
労
働
省
令
で
定
 
 

て
次
の
各
号
の
い
ず
 
 

児
童
福
 
 第

三
十
二
条
 
第
l
一
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
七
条
第
一
 
 
 

項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
児
童
を
里
親
に
委
託
し
た
場
合
に
、
こ
れ
を
準
用
 
 
 

す
る
。
 
 
 

第
三
十
六
条
 
法
第
三
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
 
 
 

は
、
当
該
措
置
又
は
保
育
の
実
施
等
に
係
る
者
が
都
道
府
県
の
区
域
（
市
の
区
 
 
 

域
及
び
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
の
区
域
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
市
 
 
 

町
村
の
区
域
、
福
祉
事
務
所
の
所
管
区
域
又
は
児
童
相
談
所
の
管
轄
区
域
を
超
 
 
 

え
て
他
の
区
域
、
所
管
区
域
又
は
管
轄
区
域
に
居
住
地
せ
移
し
た
場
合
と
す
る
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第
三
十
六
条
の
二
 
 

第
三
十
六
条
の
四
 
 

第
三
十
六
条
の
三
 
 

③
 
児
童
自
立
 
 

務
教
育
終
了
児
童
等
」
 
 

区
域
に
居
住
地
を
移
し
た
場
合
と
す
る
。
 
 
 

）
 
を
行
う
と
き
は
、
 
 

共
同
生
活
を
営
む
べ
き
住
居
に
お
 
 

き
、
法
第
六
条
の
二
第
 
 

業
は
、
義
務
教
育
 
 

自
立
生
活
援
助
の
 
 

童
自
立
生
活
援
助
事
業
を
 
 

生
活
援
助
の
実
施
 
 

と
が
で
き
る
よ
う
、
当
該
 
 

び
生
活
指
導
並
び
に
就
業
の
 
 

活
援
助
事
業
者
」
 
と
い
う
。
 
 

び
に
そ
の
置
か
れ
て
い
 
 

援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 
 
 

指
導
そ
 
 

け
る
者
を
い
う
。
 
 

と
い
う
。
）
 
 

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

し
た
日
常
生
活
及
び
 
 

に
応
じ
た
職
場
の
開
拓
、
 
 

児
 

余
暇
活
用
及
び
食
事
そ
の
 
 

又
は
児
童
自
立
 
 

の
他
の
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
 
 

生
活
援
助
事
業
者
は
 
 

に
入
居
し
て
い
る
者
 
 

都
道
府
県
は
、
 
 

児
童
自
立
生
 
 

終
了
児
童
等
が
自
立
 
 

法
第
六
条
の
二
第
一
 
 

生
活
援
助
を
行
う
ナ
 
 

実
施
を
解
除
さ
 
 

を
解
除
さ
れ
た
者
に
つ
 
 

以
下
同
じ
。
）
 
 

当
該
義
務
教
育
終
了
児
童
 
 

社
会
生
活
を
営
む
た
め
 
 

童
自
立
生
活
援
助
を
 
 

る
環
境
に
応
じ
て
 
 

一
項
に
現
 
 

義
務
教
育
終
了
児
童
 
 

就
職
後
に
お
け
 
 

支
援
 
（
以
下
 
 

他
の
家
事
に
関
す
る
こ
 
 

活
援
助
事
業
を
行
う
者
 
 

定
す
る
義
務
教
育
終
了
児
 
 

）
 
に
対
し
、
当
該
義
 
 

法
第
三
十
三
条
の
六
第
一
 
 

れ
た
者
で
あ
つ
 
 

い
て
相
談
そ
の
他
の
 
 

（
以
下
 
「
入
居
者
」
 
 

児
童
自
立
生
活
援
助
 
 

利
用
者
に
対
し
、
 
 

」
と
を
委
託
 
 

（
以
下
 
「
児
童
自
立
 
 

項
に
規
定
す
る
児
童
自
立
 
 

し
た
日
常
生
活
 
 

適
切
な
児
童
自
立
 
 

き
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
 
 

る
職
場
へ
の
定
着
の
 
 

「
児
童
自
立
生
活
援
助
」
 
 

就
業
に
関
す
る
相
談
、
 
 

に
必
要
な
相
談
 
 

等
の
身
体
及
び
精
神
 
 

行
い
、
あ
わ
せ
て
、
 
 

し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
 
 

て
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
受
 
 

と
そ
の
他
利
用
 
 

務
教
育
終
了
児
童
等
が
 
 

日
常
生
活
上
の
援
助
及
 
 

及
び
社
会
生
 
 

（
以
下
「
児
童
自
立
生
 
 

生
活
援
助
事
業
所
」
 
 

し
た
生
活
を
営
む
こ
 
 

童
等
 
（
以
下
 
「
義
 
 

項
の
規
定
に
基
づ
 
 

生
活
援
助
を
行
い
 
 

指
導
そ
の
他
の
 
 

た
め
に
必
要
な
 
 

の
利
用
者
 
（
児
 
 

生
活
援
助
事
 
 

）
 
及
び
児
童
 
 

行
う
も
の
 
 

児
童
自
立
 
 

活
を
営
む
 
 
 

健
康
管
理
 
 

の
状
況
並
 
 

者
が
自
立
 
 

そ
の
適
性
 
 



第
三
十
六
条
の
五
 
児
童
自
立
生
 
 

③
 
指
導
員
は
、
 
 

②
 
指
導
員
の
数
は
、
 
 

第
三
十
六
条
の
八
 
 

第
三
十
六
条
の
六
 
 

第
三
十
六
条
の
七
 
児
童
自
立
生
 
 

虐
待
の
防
止
等
の
た
め
、
 
 

○  
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
 
 
 

童
自
立
生
活
援
助
を
行
う
者
を
 
 

ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

害
な
影
響
を
与
え
る
行
為
を
し
 
 

的
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

社
会
的
身
分
又
は
入
居
に
 
 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
 
 

所
ご
と
に
、
指
導
員
 
（
児
童
自
 
 

対
し
、
法
第
二
 
 

と
と
も
に
、
 
 

に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
つ
て
、
 
 

一
入
居
者
の
数
が
六
ま
で
は
、
 
 

得
た
数
か
ら
 
 

と
が
で
き
る
。
 
 

を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
 
 

又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
一
 
 

入
居
者
の
数
が
六
を
超
 
 

（
指
導
員
を
補
助
す
る
者
を
 
 

そ
の
職
員
に
対
し
、
研
修
 
 

十
三
条
の
十
各
号
に
掲
げ
 
 

法
第
三
十
四
条
の
十
五
第
 
 

一
を
減
じ
た
数
を
除
き
、
 
 

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
者
は
、
 
 

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
者
は
、
 
 

次
の
と
お
り
と
す
る
。
 
 
 

に
該
当
す
る
者
 
 

責
任
者
を
設
置
す
 
 

要
す
る
費
用
を
負
担
す
 
 

え
る
と
き
は
 
 

管
理
者
は
、
 
 

立
生
活
援
助
事
業
所
に
お
い
て
、
 
 

活
援
助
事
業
者
は
 
 

活
援
助
事
業
 
 

て
は
な
ら
な
い
。
 
 

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
 

三
以
上
。
た
だ
し
、
 
 

を
加
え
 
 

い
う
。
以
下
こ
 
 

を
実
施
す
 
 

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

の
自
立
支
援
に
熱
意
を
有
し
、
 
 

補
助
員
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
 
 

る
行
為
そ
の
他
利
 
 

一
項
各
号
に
規
定
す
る
者
の
 
 

指
導
員
を
兼
ね
る
 
 

三
に
、
入
居
者
が
 
 

に
従
事
す
る
職
員
は
 
 

る
等
必
要
な
体
制
の
 
 

て
得
た
数
以
上
。
た
だ
し
、
そ
の
 
 

る
か
否
か
に
 
 

る
等
の
措
置
を
講
じ
 
 

児
童
自
立
生
 
 

利
用
者
の
国
籍
、
信
条
、
 
 

利
用
者
の
人
権
の
 
 

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
 
 

及
び
管
 
 

そ
の
二
人
を
除
き
、
 
 

用
者
の
心
身
に
有
 
 

よ
つ
て
、
差
別
 
 

理
者
を
置
か
な
 
 

六
を
超
え
て
三
 
 

こ
と
が
で
き
る
 
 

整
備
を
行
う
 
 

主
と
し
て
児
 
 

活
援
助
事
業
 
 

利
用
者
に
 
 

な
け
れ
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②
 
前
項
の
費
用
の
額
は
、
入
居
者
の
経
済
的
 
的
 

第
三
十
六
条
の
十
 
 

④
 
補
助
員
は
、
法
第
三
十
四
条
の
十
五
第
 
 

第
三
十
六
条
の
九
 
 

四lヨコ  他
の
日
常
生
活
に
要
す
る
費
用
 
 

供
し
た
際
に
は
、
食
事
の
提
供
に
要
す
 
 

る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
 
 

認
め
ら
れ
る
費
用
の
額
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
 
 

て
は
な
ら
な
い
。
 
 

り
と
す
る
。
 
 

二
 
入
居
者
の
居
室
の
 
 

に
も
該
当
し
な
い
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

児
童
自
立
援
助
事
業
者
は
、
第
 
 

生
活
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。
 
 
 

び
食
堂
等
入
居
者
が
相
互
に
交
流
を
図
る
 
 

と
。
 
 

そ
の
面
積
は
、
一
人
に
つ
き
三
 
 

の
資
格
を
有
す
る
者
 
 

第
一
号
に
掲
げ
る
設
備
は
、
 
 

男
女
の
居
室
を
別
に
す
る
こ
と
。
 
 
 

児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
第
二
十
 
 

入
居
者
の
保
健
衛
生
に
関
す
る
事
項
及
 
 

都
道
府
県
知
事
が
前
各
号
に
掲
げ
 
 

保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
 
 

入
居
者
の
居
室
そ
の
他
入
居
者
が
 
 

二
年
以
上
児
童
福
祉
事
業
又
は
社
会
福
祉
事
業
 
 

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
者
は
、
 
 

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
所
の
設
備
の
基
準
は
、
 
 

室
の
定
員
は
、
こ
れ
を
お
お
む
ね
二
人
以
下
と
し
、
 
 
 

の
う
ち
入
居
者
に
負
担
さ
せ
る
 
 

職
員
が
入
居
者
に
対
し
 
 

一
項
の
費
用
の
額
に
係
る
児
童
自
立
生
活
援
 
 

三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
 
 

る
費
用
及
び
居
住
に
要
す
る
費
用
そ
の
 
 

日
常
生
活
を
営
む
上
で
必
要
な
設
備
及
 
 

る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
 
 

一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
児
童
指
導
員
 
 

負
担
を
勘
案
し
た
 
 

一
項
各
号
に
規
定
す
る
者
の
い
ず
れ
 
 

び
安
全
 
 

こ
と
が
で
き
る
設
備
を
設
け
る
こ
 
 

運
営
規
程
に
定
め
た
額
を
超
え
 
 

児
童
自
立
生
活
援
助
を
提
 
 

に
つ
い
て
十
分
考
慮
さ
れ
 
 

に
従
事
し
た
者
 
 

て
適
切
な
援
助
及
び
 
 

適
正
な
額
と
す
 
 

こ
と
が
適
当
と
 
 

次
の
と
お
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②
 
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
所
 
 

第
三
十
六
条
の
十
一
 
児
 
 

第
三
十
六
条
の
十
三
 
 

第
三
十
六
条
の
十
二
 
 

す
る
運
営
規
程
を
定
め
 
 

業
所
ご
と
に
、
次
 
 

立
生
活
援
助
事
業
所
の
 
 

生
活
援
助
の
内
容
及
 
 

助
の
提
供
に
当
た
つ
て
は
、
 
 

所
の
職
員
に
こ
の
省
令
の
 
 

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

な
児
童
自
立
生
 
 

九
 
第
三
十
六
条
の
二
十
三
に
 
 

六
 
 

廿
 
 

■
．
1
ヽ
 
 ノ

 
 

う
も
の
と
す
る
。
 
 
 

十
 
そ
の
他
運
営
に
関
す
 
 

援
助
の
質
の
向
上
 
 

及
び
そ
の
額
 
 

に
関
す
 
 

児
童
自
立
生
活
援
助
 
 

事
業
の
 
 

職
員
の
職
種
、
 
 

非
常
災
害
対
策
 
 

緊
急
時
等
に
お
け
 
 

入
居
者
の
所
持
す
る
物
 
 

る
記
録
の
方
法
及
び
入
 
 

目
的
及
び
運
営
の
方
針
 
 
 

活
援
助
を
提
供
で
き
る
よ
う
 
 

人
権
の
擁
護
、
 
 

の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
 
 

員
数
及
び
職
務
の
内
容
 
 
 

児
童
自
立
生
活
援
助
事
 
 

児
童
自
立
生
活
援
助
事
 
 

び
費
用
に
 
 

の
た
め
に
図
る
措
置
の
内
容
 
 

職
員
及
び
業
務
の
管
理
 
 

童
自
立
生
活
援
助
事
業
所
 
 

る
対
応
方
法
 
 

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

規
定
を
遵
守
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
指
 
指
 

る
重
要
事
項
 
 

の
内
容
並
び
に
 
 

あ
ら
か
じ
め
、
 
 

の
保
管
を
行
う
場
合
に
は
、
 
 

虐
待
の
防
止
等
の
た
め
の
 
 

規
定
す
る
評
価
の
 
 

の
管
理
者
は
、
当
該
児
童
自
立
 
 

つ
い
て
説
明
を
行
い
 
 

居
者
に
 
 
対
す
る
当
該
記
録
の
報
 
報
 

入
居
者
か
ら
受
領
す
る
費
用
の
 
 

業
者
は
、
児
童
自
立
生
 
 

運
営
に
 
 

業
者
は
、
入
居
者
に
対
し
、
 
 

入
居
者
に
対
し
、
 
 

児
童
自
立
 
 

そ
の
他
の
管
理
を
 
 

実
施
状
況
等
児
童
自
立
 
 

の
管
理
者
は
 
 

つ
い
て
の
重
要
事
項
に
関
 
 

入
居
者
の
同
意
を
 
 

措
置
に
関
す
る
 
 

保
管
の
方
法
、
保
管
 
 

生
活
援
助
事
業
所
ご
 
 
 

生
活
援
助
事
業
 
 

当
該
児
童
自
立
 
 

揮
命
令
を
行
 
 

告
の
方
法
 
 

当
該
児
童
自
 
 

活
援
助
事
 
 

一
元
的
に
 
 



②
 
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
者
は
、
 
 

②
 
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
者
は
、
 
 

第
三
十
六
条
の
十
七
 
 

第
三
十
六
条
の
十
六
 
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
者
は
、
 
 

②
 
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
者
は
、
入
居
定
員
を
超
え
て
入
居
さ
せ
て
は
な
ら
 
 

第
三
十
六
条
の
十
五
 
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
者
は
、
 
 

②
 
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
者
は
、
職
員
の
資
質
の
向
上
の
た
め
に
、
 
 

ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

染
症
又
は
食
中
毒
が
発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
 
 

ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

備
、
食
器
等
又
は
飲
用
に
供
す
る
水
に
つ
い
て
は
、
衛
生
的
な
管
理
に
努
め
、
 
 

者
に
対
し
、
適
切
な
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
と
と
も
に
、
 
 

歴
等
の
把
握
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

実
施
を
希
望
す
る
義
務
教
育
終
了
児
童
等
 
 

を
提
供
す
る
者
又
は
当
該
入
居
者
の
職
場
等
と
の
密
 
 

希
望
者
」
 
と
い
う
。
）
 
の
入
居
に
際
し
て
は
、
 
 

す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

災
害
に
対
す
る
具
体
的
計
画
を
立
て
、
 
 

又
は
衛
生
上
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

用
具
、
非
常
口
そ
の
他
非
常
災
害
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
と
と
も
に
、
 
 
 

な
い
。
た
だ
し
、
災
害
そ
の
他
の
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
 
 

修
の
機
会
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

限
り
で
な
い
。
 
 

三
十
六
 
 

と
に
、
職
員
の
勤
務
の
体
制
を
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

二
十
人
以
下
と
す
る
。
 
 

条
の
十
四
 
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
所
の
入
居
定
員
は
、
五
人
以
上
 
 

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
者
は
、
 
 

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
所
に
お
い
 
 
 

入
居
者
の
退
居
に
際
し
て
は
、
 
 

こ
れ
に
対
す
る
不
断
の
注
意
と
訓
練
を
 
 

（
以
下
 
「
児
童
自
立
生
活
援
助
実
施
 
 

そ
の
者
の
心
身
の
状
況
、
生
活
 
 

い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
 
 

接
な
連
携
に
努
め
な
け
れ
 
 

児
童
自
立
生
活
援
助
の
 
 

入
居
者
の
使
用
す
る
設
 
 

軽
便
消
火
器
等
の
消
火
 
 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
 
 

当
該
入
居
 
 

そ
の
研
 
 



②
 
食
事
は
、
前
項
 
 

第
三
十
六
条
の
十
八
 
 

②
 
児
童
自
立
生
 
 

第
三
十
六
条
の
二
十
 
児
童
自
立
 
 

③
 
児
童
自
立
生
活
 
 

②
 
児
童
自
立
生
活
援
助
 
 

第
三
十
六
条
の
十
九
 
児
童
 
 

第
三
十
六
条
の
二
十
一
 
 

第
三
十
六
条
の
二
十
二
 
児
童
 
 

い
 

ば
な
ら
な
い
。
 
 

該
記
録
の
報
告
の
方
法
を
定
め
て
 
 

規
程
に
保
管
の
方
法
、
保
管
に
 
 

健
全
な
発
育
に
必
 
 

提
供
す
る
と
き
は
、
 
 

支
及
び
入
居
者
の
処
遇
 
 

居
者
に
対
し
、
あ
ら
か
じ
 
 

な
い
よ
う
、
必
 
 

利
 

入
居
者
の
同
意
を
得
な
け
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

理
由
が
な
く
、
そ
の
 
 

し
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

て
栄
養
並
び
に
入
居
者
の
 
 

て
、
入
居
者
の
所
持
す
る
物
 
 

括
援
助
事
業
者
は
 
 

要
な
措
置
を
講
じ
 
 

援
助
事
業
者
は
 
 

要
な
栄
養
量
を
含
有
す
 
 

の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
食
品
 
 

児
童
自
立
生
 
 

業
務
上
知
り
得
 
 

そ
の
献
立
は
、
 
 

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
所
に
 
 

て
報
告
し
 
 

の
状
況
を
明
ら
か
 
 

身
体
的
状
況
及
び
 
 

自
立
生
活
援
助
事
業
者
は
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

め
定
め
た
保
管
の
方
法
等
 
 

用
者
又
は
そ
 
 

自
立
生
活
援
助
事
業
者
 
 

の
保
管
を
行
う
場
合
に
は
 
 

生
活
援
助
事
業
に
従
事
す
 
 

関
す
る
記
録
 
 

括
援
助
事
業
に
お
い
て
、
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

前
項
の
保
管
を
行
う
に
当
た
 
 

た
利
用
者
又
は
 
 

職
員
で
あ
つ
た
者
が
、
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

入
居
者
に
対
し
、
 
 

で
き
る
限
り
、
 
 

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
 

に
す
る
帳
簿
を
整
備
し
 
 

嗜
好
を
考
慮
 
 

の
方
法
及
び
入
居
者
に
 
 

の
家
族
の
秘
密
を
漏
 
 

の
種
類
及
び
調
理
方
法
に
つ
い
 
 

変
化
に
富
み
、
入
居
者
の
 
 

そ
の
家
族
の
秘
密
を
漏
ら
 
 

は
、
そ
の
行
っ
た
援
助
に
 
 

に
つ
い
て
説
明
を
行
い
 
 

入
居
者
の
希
望
に
応
じ
 
 

は
、
職
員
、
財
産
、
収
 
 

t
月
に
t
回
以
上
、
保
 
 
 

あ
ら
か
じ
め
、
 
 

し
た
も
の
で
な
け
れ
 
 

る
職
員
は
、
正
当
な
 
 

入
居
者
に
食
事
を
 
 

正
当
な
理
由
が
な
 
 
 

ら
す
こ
と
が
 
 

て
お
か
な
け
 
 

つ
て
は
、
入
 
 

対
す
る
当
 
 

L
［
巨
 ト

ー
巨
 
－
一
t
川
 
 
 



②
 
法
第
三
十
三
条
の
六
第
一
 
 

第
三
十
六
条
の
二
十
六
 
 

②
 
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
者
は
、
 
 

矧
ユ
十
十
六
条
の
二
十
三
 
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
者
は
、
 
 

第
三
十
六
条
の
二
十
四
 
 

↓
 
 

援
助
実
施
希
望
者
の
居
住
地
の
都
道
府
県
に
 
 

令
の
定
め
る
事
項
は
、
 
 

な
支
援
体
制
を
確
保
し
 
 

児
童
委
員
、
公
共
職
業
安
定
所
、
 
 

含
め
、
入
居
者
の
状
況
に
応
じ
 
 

情
の
解
決
に
当
た
つ
て
児
童
自
立
生
活
 
 

三
 
そ
の
他
都
道
府
県
知
事
が
 
 

査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
 
 

さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

な
ら
な
い
。
 
 

児
童
自
立
生
活
援
助
の
質
の
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
 
 

を
受
け
付
け
る
た
め
 
 

二
 
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
 
 

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

よ
る
評
価
を
受
け
て
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
公
表
し
、
 
 

関
す
る
利
用
者
等
か
ら
 
 

で
き
る
よ
う
、
 
 

の
求
め
に
応
じ
、
入
居
者
の
状
況
に
つ
い
て
、
 
 

業
 
 
 

十
六
条
の
二
十
五
 
 

児
童
自
立
生
活
援
助
実
施
希
望
 
 

児
童
相
談
所
、
児
童
福
祉
施
設
、
 
 

の
窓
口
を
設
置
す
る
等
の
 
 

次
の
と
お
り
と
す
る
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
者
は
、
 
 

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
者
は
、
 
 

法
第
三
十
三
条
の
六
第
一
 
 

の
苦
情
に
迅
速
か
 
 

一
項
前
段
に
規
定
す
る
申
込
書
は
、
 
 

た
適
切
な
児
童
自
立
生
活
援
助
を
行
う
こ
と
が
 
 

必
要
と
認
め
る
事
項
 
 

の
実
施
を
希
望
す
る
理
由
 
 

警
察
等
関
係
機
関
と
の
連
携
そ
の
他
の
適
切
 
 

者
の
氏
名
、
居
住
地
、
 
 

苦
情
の
公
正
な
解
決
を
図
る
た
め
に
、
 
 
 

援
助
事
業
所
の
職
員
以
外
の
者
を
関
与
 
 

つ
適
切
に
対
応
す
る
た
め
に
、
苦
情
 
 

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

定
期
的
に
都
道
府
県
知
事
の
調
 
 

必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
 
 

一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
 
 

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
、
 
 

常
に
そ
の
改
善
を
図
る
よ
 
 

定
期
的
に
外
部
の
者
に
 
 

緊
急
時
の
対
応
等
を
 
 

都
道
府
県
知
事
か
ら
 
 

自
ら
そ
の
提
供
す
る
 
 

生
年
月
日
及
び
職
 
 

児
童
自
立
生
活
 
 



④
 
法
第
三
十
三
条
の
六
第
二
 
 

③
 
前
項
の
申
込
書
に
は
、
 
 

⑤
 
都
道
府
県
は
、
 
 

②
法
第
三
十
三
条
の
六
 
 

第
三
十
六
条
の
二
十
七
 
 

施
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
 
 

令
の
定
め
る
事
項
は
、
 
 

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

当
該
児
童
自
立
生
 
 

児
童
等
そ
の
他
関
係
者
が
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
児
童
 
 

う
も
の
と
す
る
。
 
 

四
 
 

丑
 
 

廿
 
 

し
 
 

ノ
 
 

る
児
童
自
立
生
 
 

の
決
定
 
 

一
 
児
童
自
立
生
 
 

児
童
自
立
生
活
援
助
実
施
 
 

位
置
に
関
す
る
事
項
 
 

イ
 
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
 
 
 

楓
 
 

ロ
 
児
童
自
立
生
活
援
 
 

ハ
 
そ
の
他
児
童
 
 

児
童
自
立
生
 
 

次
に
掲
げ
る
児
童
自
立
生
 
 

法
第
五
十
六
条
第
二
 
 

そ
の
他
都
道
府
県
知
事
が
 
 

の
た
め
に
必
要
な
事
項
に
 
 

自
立
生
活
援
助
事
業
 
 

活
援
助
事
業
者
は
 
 

義
務
教
育
終
了
児
童
等
で
あ
つ
 
 

括
援
助
事
業
者
の
 
 

括
援
助
実
施
希
望
者
の
居
住
地
 
 

括
援
助
事
業
所
へ
の
 
 

自
立
生
活
援
助
事
 
 

次
の
と
お
り
と
す
る
。
 
 

法
第
三
十
三
条
の
六
 
 

第
五
項
に
規
定
す
 
 

法
第
五
十
六
条
第
一
 
 

助
事
業
の
実
施
の
方
針
 
 

認
め
た
者
に
対
し
て
は
、
 
 

当
該
情
報
を
自
由
に
 
 

項
の
規
定
に
 
 

項
後
段
の
規
定
に
よ
 
 

希
望
者
の
依
頼
を
受
け
た
 
 

自
立
生
活
援
助
の
実
施
 
 

括
援
助
事
業
の
運
営
 
 

必
要
と
認
め
る
事
項
 
 

関
す
る
書
類
を
 
 

所
の
入
居
定
員
、
 
 

施
設
及
び
設
備
 
 

都
道
府
県
と
の
連
携
に
 
 

名
称
及
 
 

業
の
実
施
 
 

よ
り
徴
収
す
 
 

入
居
手
続
に
関
す
 
 

る
情
報
の
提
供
は
 
 

第
五
項
に
規
定
す
 
 

び
児
童
自
立
生
 
 

一
項
の
規
定
に
よ
 
 

利
用
で
き
 
 

添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
 

り
申
込
書
の
 
 

に
関
す
る
事
項
 
 

て
児
童
自
立
 
 

の
都
道
府
県
に
当
該
申
 
 

入
居
状
況
及
 
 

る
額
に
関
す
 
 

の
状
況
に
関
す
 
 

の
状
況
に
関
す
 
 

と
き
は
、
速
や
か
に
、
 
 

の
申
込
み
を
勧
奨
し
な
 
 

一
項
に
よ
る
申
込
み
が
 
 

る
よ
う
な
方
法
で
行
 
 
 

る
事
項
 
 

括
援
助
事
業
所
の
 
 

努
め
る
と
と
も
に
 
 

生
活
援
助
の
実
 
 

提
出
を
代
行
す
 
 

義
務
教
育
終
了
 
 

り
徴
収
す
る
額
 
 

る
厚
生
労
働
省
 
 

び
職
員
の
状
 
 

る
事
項
 
 

る
事
項
 
 

る
事
項
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第
三
十
六
条
の
二
十
九
 
 

第
三
十
六
条
の
二
十
八
 
 
（
略
）
 
 
 

十
ホ
 
 

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
 
 

二
 
被
措
置
児
童
等
虐
待
を
行
 
 

生
年
月
日
及
び
職
種
 
 

十
六
条
の
三
十
 
 

項
に
規
定
す
る
施
設
職
員
等
を
い
う
。
 
 

年
齢
及
び
そ
の
他
の
心
身
の
状
況
 
 

児
童
養
育
事
業
、
里
親
、
乳
児
院
、
 
 

定
に
よ
る
届
出
者
し
く
は
第
三
十
三
条
の
 
 

」
 
と
総
称
す
る
。
 
 

法
第
十
二
条
の
四
に
規
定
す
る
児
童
を
一
 
 

す
る
被
措
置
児
童
等
虐
待
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
 
 

お
け
る
事
業
若
し
 
 

て
い
る
場
合
に
は
そ
の
内
容
 
 
 

三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
委
託
を
受
け
て
 
 

矧
「
「
芸
早
 
事
業
、
養
育
里
親
及
び
施
設
 
 

被
措
置
児
童
等
虐
待
が
あ
 
 

被
措
置
児
童
等
虐
待
が
 
 

被
措
置
児
童
等
虐
待
を
行
 
 

被
措
置
児
童
等
虐
待
の
種
別
、
 
 

次
の
と
お
り
と
す
る
。
 
 
 

都
道
府
県
が
行
っ
た
措
置
の
内
容
 
 
 

被
措
置
児
童
等
虐
待
を
受
け
た
 
 

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
、
 
 

法
第
三
十
三
条
の
十
二
第
 
 

の
対
象
で
あ
る
被
措
置
児
童
等
虐
待
 
 

法
第
三
十
三
条
の
十
六
の
厚
生
 
 

）
 
の
名
称
、
所
在
地
及
び
種
別
 
 
 

く
は
業
務
 
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
 
 

法
第
三
十
三
条
の
十
五
第
一
 
 

次
の
と
お
り
と
す
る
。
 
 
 

行
わ
れ
た
施
設
等
に
お
 
 

つ
た
施
設
職
員
等
の
職
種
 
 

っ
た
施
設
等
の
種
別
 
 

つ
た
施
設
職
員
等
 
 

項
の
規
定
に
よ
る
通
告
、
 
 

内
容
及
び
発
生
要
因
 
 

児
童
自
立
支
援
施
設
、
 
 

又
は
受
け
た
と
思
わ
れ
る
児
童
 
 

児
童
養
護
施
設
、
知
的
障
害
児
施
設
等
 
 

次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
 
の
氏
名
、
 
 

十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
 
 
 

（
法
第
三
十
三
条
の
十
第
 
 

（
法
三
十
三
条
の
十
に
規
定
 
 
 

壷
ハ
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
 
 

労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
 
 

）
 
に
係
る
小
規
模
住
居
型
 
 

い
て
改
善
措
置
が
採
ら
れ
 
 

一
時
保
護
を
加
え
る
者
に
 
 

る
施
設
又
は
法
第
三
十
 
 

指
定
医
療
機
関
、
 
 

同
条
第
三
項
の
規
 
 

の
性
別
、
 
 

「
施
設
等
 
 第

三
十
六
条
の
二
 
 
（
略
）
 
 

矧
十
二
章
 
事
業
及
び
施
設
 
 
 



第
三
十
六
条
の
三
十
一
 
 
 

令
で
定
め
る
事
項
は
、
 
 

一
～
三
 
 
（
略
）
 
 

七
 
当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
の
名
称
、
種
類
及
び
所
在
地
 
 

八
 
 
（
略
）
 
 

②
 
（
略
）
 
 

第
三
十
六
条
の
三
十
二
 
 

第
三
十
六
条
の
 
 

②
 
法
第
三
十
四
条
の
十
一
 
 

四
 
運
営
規
程
 
 

到
 
（
略
）
 
 

六
l
 
（
略
）
 
 

省
令
 
 

七
 
事
業
の
用
に
 
 

六
 
事
業
を
行
お
う
 
 

九
 
事
業
開
始
の
 
 

五
 
主
な
職
員
の
 
 

八
 
建
物
そ
の
他
設
備
の
 
 

一
事
業
の
種
類
及
び
内
容
 
 

る
事
務
所
の
 
 

と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
 
 

（
削
除
）
 
 

条
例
、
定
款
そ
 
 

で
定
め
る
事
項
は
 
 

三
十
三
 
 

氏
名
及
び
住
 
 

数
及
び
職
務
の
内
容
 
 

氏
名
及
び
経
歴
 
 

供
す
る
施
設
 
 

予
定
年
月
日
 
 

と
す
る
区
域
 
 

の
他
の
 
 

法
第
三
十
四
条
の
三
第
t
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
 
 

次
の
と
お
り
と
す
る
。
 
 

法
第
三
十
四
条
の
十
 
 

（
略
）
 
 

第
一
項
の
規
定
に
 
 

基
本
約
款
 
 

所
 
（
法
人
 
 

と
お
り
と
す
る
。
 
 

の
名
称
 
 

（
市
町
村
の
 
 

構
造
並
び
に
そ
 
 

で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
 
 

種
類
、
所
在
地
 
 

の
名
称
を
含
む
。
）
 
 

よ
る
届
出
を
行
お
う
と
 
 

一
第
一
項
 
 

委
託
を
受
け
て
 
 

の
図
面
 
 

に
規
定
す
る
厚
生
 
 

及
び
利
用
定
員
 
 

名
称
及
び
 
 

事
業
を
行
お
う
 
 

す
る
者
は
 
 第

三
十
六
条
の
 
 

の
用
に
供
す
る
施
設
の
名
称
、
種
類
、
 
 
 

八
 
（
略
）
 
 

②
 
（
略
）
 
 

第
三
十
六
条
の
四
 
 

定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 
 

一
～
三
 
（
略
）
 
 

七
 
児
童
自
立
生
活
援
助
 
 

六
 
事
業
を
行
お
う
と
 
 

四
 
 
（
略
）
 
 

到
 
（
略
）
 
 

と
す
る
者
に
あ
 
 

三
 
 法
第
三
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
 
 

つ
て
は
、
当
該
市
 
 

（
略
）
 
 
 

す
る
区
域
 
（
 
 

事
業
を
行
お
う
と
 
 

市
町
村
の
委
託
を
受
け
 
 

町
村
の
 
 

所
在
地
 
 

す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
 
 

名
称
を
含
む
。
）
 
 

及
び
入
所
定
員
 
 

て
事
業
を
行
お
う
 
 

当
該
事
業
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第
三
十
六
条
の
三
十
五
 
 

第
三
十
六
条
の
三
十
四
 
 

コ
 
 

四lヨコ  定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 
 

省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 
 

な
い
。
た
だ
し
、
都
道
府
県
知
事
が
、
 
 

の
内
容
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 
 
 

当
該
事
業
の
対
象
と
す
る
乳
幼
児
の
保
護
者
の
家
計
に
与
え
 
 

な
調
理
の
た
め
の
加
熱
、
 
 

と
。
 
 

う
場
合
も
含
む
。
）
 
に
お
い
て
は
、
 
 

し
て
定
め
る
こ
と
。
 
 
 

重
及
び
屋
外
遊
戯
場
を
除
く
。
）
 
を
設
け
る
こ
と
。
 
 
 

行
う
保
育
士
を
配
置
す
る
こ
と
。
 
 

対
象
と
す
る
乳
幼
児
の
年
齢
及
び
人
数
に
応
じ
て
、
 
 

す
る
乳
幼
児
の
年
齢
及
び
人
数
に
応
じ
て
、
必
要
な
設
備
 
（
医
務
室
、
 
 

る
こ
と
。
 
 

る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
。
 
 

収
支
予
算
書
及
び
事
業
計
画
書
 
 

利
用
料
の
額
は
、
 
 

食
事
の
提
供
を
行
う
場
合
 
（
施
設
外
で
調
理
し
 
 

児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
第
一
一
 
 

児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
準
じ
、
 
 

児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
第
三
十
二
条
の
規
定
に
準
じ
、
事
業
の
対
象
と
 
 

廃
止
又
は
休
止
の
理
由
 
 

廃
止
又
は
休
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日
 
 

休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
休
止
の
予
定
期
間
 
 
 

現
に
便
宜
を
受
け
て
い
る
乳
幼
児
に
対
す
る
措
置
 
 

当
該
事
業
の
実
施
に
要
す
る
費
用
を
勘
案
し
、
 
 
 

法
第
三
十
四
条
の
十
二
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
 
 

法
第
三
十
四
条
の
十
一
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
 
 

保
存
等
の
調
理
機
能
を
有
す
る
設
備
を
備
え
る
こ
 
 

を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
 
 
 

十
五
条
の
規
定
に
準
じ
、
事
業
を
実
施
す
 
 

た
だ
し
、
当
該
保
育
士
の
数
は
二
人
を
下
 
 

当
該
施
設
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
必
要
 
 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
こ
れ
ら
 
 

運
搬
す
る
方
法
に
よ
り
行
 
 

当
該
乳
幼
児
の
処
遇
を
 
 

る
影
響
を
考
慮
 
 

事
業
の
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第
三
十
六
条
の
三
十
六
 
 

第
三
十
六
条
の
三
十
七
 
 

②
 
専
門
里
親
希
望
者
は
、
前
 
 

ヨ  げ
る
事
項
を
記
載
し
 
 

廿
 
そ
の
他
都
道
府
県
知
事
が
 
 

四
 
養
育
里
親
研
修
を
修
了
し
 
 

は
、
次
に
掲
げ
 
 

三
 
養
育
里
 
 

里
親
希
望
者
」
 
と
い
う
。
 
 

乱
一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
、
 
 

項
を
記
 
 

廿
 
そ
の
他
都
道
府
県
知
事
が
 
 

対
 
従
前
に
里
親
で
あ
つ
た
こ
と
が
 
 

五
 
一
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
、
 
 

t
一
住
所
、
氏
名
、
 
 

二
 
養
育
里
親
希
望
者
の
 
 

一
 
登
録
番
号
及
び
 
 

一
 
養
育
里
親
希
望
者
の
 
 

1
 
 

嘲
倒
 
 

一
 
第
一
条
の
三
十
六
第
一
 
 

件
に
該
当
す
る
事
実
 
 

る
場
合
に
は
そ
の
旨
 
 

お
い
て
里
親
で
あ
つ
た
場
合
 
 

る
場
合
に
は
そ
の
旨
 
 

専
門
里
親
の
場
合
に
は
そ
の
旨
 
 

養
育
里
親
に
な
る
こ
 
 

同
居
人
の
氏
名
、
 
 

専
門
里
親
研
修
を
修
 
 

載
し
た
申
請
書
を
提
 
 

親
研
修
を
修
了
し
た
年
月
日
 
 

る
事
項
を
登
録
し
 
 

性
別
、
生
年
月
日
、
 
 

登
録
年
月
日
 
 

た
申
請
書
を
 
 

性
別
、
生
年
月
日
、
 
 

養
育
里
親
と
な
る
 
 

法
第
三
十
四
条
 
 

）
 
は
、
そ
の
居
住
地
 
 

住
所
 
 

と
を
希
望
す
る
理
由
 
 

同
居
人
の
氏
名
 
 

了
し
た
年
月
日
 
 

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
 
 

号
に
掲
げ
る
 
 

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

必
要
と
認
め
る
事
項
 
 

必
要
と
認
め
る
事
項
 
 

に
は
当
該
都
道
府
県
名
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
、
 
 

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

要
保
護
児
童
を
養
育
す
る
こ
と
を
 
 

要
保
護
児
童
 
 

あ
る
者
は
そ
の
旨
 
 

の
十
四
に
規
定
す
る
養
 
 

職
業
及
び
健
康
状
態
 
 

又
は
修
了
す
 
 

こ
と
を
希
望
す
る
者
 
（
以
下
 
 

又
は
修
了
す
 
 

い
ず
れ
か
の
要
件
及
 
 

職
業
及
び
健
康
状
態
 
 

性
別
、
生
年
月
日
、
 
 

の
都
道
府
県
知
事
に
、
 
 

を
養
育
す
 
 

及
び
他
の
都
道
府
県
に
 
 

る
見
込
み
の
年
月
日
 
 

る
見
込
み
の
年
月
日
 
 

る
こ
と
を
希
望
す
 
 

育
里
親
名
簿
に
 
 

職
業
及
び
健
康
 
 

次
に
掲
げ
る
事
 
 

び
第
三
号
の
要
 
 

職
業
及
び
 
 

次
に
掲
 
 

希
望
す
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②
 
都
道
府
県
知
事
は
、
 
 

第
三
十
六
条
の
三
十
九
 
養
育
里
親
が
次
の
各
号
の
 
 

第
三
十
六
条
の
三
十
八
 
都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
 
 

（
也
 
専
門
里
親
希
望
者
は
、
前
項
各
号
 
（
第
三
号
を
除
く
。
 
 

該
登
録
を
し
て
い
る
都
道
府
 
 

と
な
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
は
、
 
 

二
 
 

ヨ
 
 
 

〓
 
 

丑
 
 

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事
実
を
知
つ
た
日
）
 
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
当
 
 
 

を
当
該
養
育
里
親
希
望
者
又
は
当
該
専
門
里
親
希
望
者
に
 
 

す
る
要
件
 
（
専
門
里
親
希
望
者
に
つ
い
て
は
、
 
 

書
を
受
麺
し
た
と
き
は
、
当
該
養
育
里
親
希
望
者
が
第
 
 

ら
な
い
。
 
 

認
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
調
査
し
て
、
 
 

要
件
）
 
に
該
当
す
る
 
 

し
、
又
は
し
な
い
こ
と
 
（
専
門
里
親
に
つ
い
て
は
、
 
 

ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

又
は
し
な
い
こ
と
）
 
 

証
す
る
書
類
 
 

を
証
す
る
書
類
 
 

証
す
る
書
類
 
 

る
こ
と
を
証
す
る
書
類
 
 

専
門
里
親
研
修
を
修
了
し
た
こ
と
又
は
修
了
す
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
を
 
 

第
一
条
の
三
十
六
第
 
 

養
育
里
親
研
修
を
修
了
し
た
 
 

養
育
里
親
希
望
者
の
居
住
す
る
家
屋
の
平
面
図
 
 
 

養
育
里
親
希
望
者
及
び
そ
の
同
居
人
の
履
歴
書
 
 

法
第
三
十
四
条
の
十
五
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
看
で
あ
 
 
 

そ
の
他
都
道
府
県
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の
 
 

項
の
申
請
書
に
は
、
 
 

こ
と
そ
の
他
要
保
護
児
童
を
委
託
す
る
者
と
し
て
適
当
と
 
 
 

前
項
の
決
定
を
行
っ
た
と
き
は
、
 
 

の
決
定
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

一
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
 
 

県
知
事
又
は
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の
 
 

次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

こ
と
又
は
修
了
す
る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
を
 
 

第
一
条
の
三
十
六
に
規
定
す
る
 
 

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
 
 
 

専
門
里
親
と
し
て
登
録
し
 
 

そ
の
日
 
（
第
〓
号
の
場
合
 
 

養
育
里
親
名
簿
に
登
録
 
 

項
又
は
第
二
項
の
申
請
 
 
 

遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
 
 
 

条
の
三
十
四
に
規
定
 
 

通
知
し
な
け
れ
ば
な
 
 

）
 
に
掲
げ
る
書
類
の
 
 

住
所
地
を
 
 
 



②
 
養
育
里
親
は
、
 
 

②
 
都
道
府
県
知
事
は
、
 
 

第
三
十
六
条
の
四
十
 
 

③
 
都
道
府
県
知
事
は
、
 
 

る
場
合
に
は
、
 
 

第
三
十
六
条
の
四
十
一
 
 

管
轄
す
 
 

矧
 
 

な
ら
な
い
。
 
 
 

が
生
じ
た
と
き
は
、
 
 

二
 
法
第
三
十
四
条
の
 
 

三
 
前
条
第
一
項
の
 
 

里
親
名
簿
の
登
録
を
 
 

二
 
前
条
第
一
 
 

有
効
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
 
 

間
」
 
と
い
う
。
）
 
は
、
 
 

三
十
五
各
号
 
 

る
旨
の
記
載
を
消
除
 
 

二
 
法
第
四
十
六
条
第
一
 
 

一
 
死
亡
し
た
場
合
 
 

一
法
第
四
十
五
条
第
二
 
 

場
合
 
本
人
 
 

人
又
は
保
佐
人
 
 

当
す
る
事
実
が
判
 
 

ず
、
又
は
虚
偽
の
 
 

法
第
三
十
四
条
の
 
 

第
一
条
の
三
十
一
 
 

本
人
か
ら
登
録
 
 

不
正
の
手
段
に
 
 

る
都
道
府
県
知
事
に
 
 

養
育
里
親
名
簿
の
登
 
 

に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
 
 

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
 
 

第
三
十
六
条
の
三
十
六
 
 

遅
滞
な
く
、
ナ
 
 

規
定
に
よ
る
届
出
が
な
く
 
 

都
道
府
県
知
事
は
、
 
 

明
し
た
場
合
 
 

報
告
を
し
た
場
合
 
 

よ
り
養
育
里
親
 
 

の
消
除
の
申
し
出
が
あ
 
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

十
五
第
一
 
 

十
五
第
一
 
 

そ
の
相
続
人
 
 

に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
 
 

専
門
里
親
と
し
 
 

養
育
里
親
 
 

五
年
と
す
る
。
．
 
 

項
の
規
定
に
よ
 
 

項
又
は
第
四
十
八
 
 

一
年
と
す
る
。
 
 
 

届
け
出
な
け
 
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

言
号
か
ら
第
四
号
ま
で
 
 

号
に
該
当
す
る
に
至
 
 

録
を
消
 
 

名
簿
の
登
録
の
有
効
期
間
 
 

の
い
ず
れ
か
に
 
 

」
れ
 
 

名
簿
へ
の
登
録
を
受
け
た
 
 

を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
 
 

な
く
な
っ
た
と
き
は
、
 
 

た
だ
し
、
専
門
里
親
と
し
 
 

て
登
録
を
受
け
て
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

各
号
に
掲
げ
 
 

除
し
な
け
れ
ば
 
 

次
の
各
号
の
い
ず
 
 

り
報
告
 
 

条
の
規
定
に
違
反
し
 
 

て
同
項
各
号
の
 
 

該
当
す
る
場
合
に
は
 
 

を
求
め
ら
れ
て
 
 

に
該
当
す
る
に
至
つ
た
 
 

る
事
項
に
つ
い
て
変
更
 
 

つ
た
場
合
 
 

な
ら
な
い
。
 
 

い
た
者
が
第
一
 
 

れ
か
に
該
当
す
 
 

っ
た
場
合
 
本
人
 
 

（
以
下
 
「
有
効
期
 
 

専
門
里
親
で
あ
 
 

い
ず
れ
か
 
 

た
場
合
 
 

て
の
登
録
の
 
 

そ
の
後
見
 
 

報
告
を
せ
 
 

け
れ
ば
 
 



第
四
十
九
条
の
二
 
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
 
 
 

定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
施
設
と
す
る
。
 
 

一
一
日
に
保
育
す
る
糾
幼
児
の
数
（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
が
五
人
 
 
 

以
下
で
あ
る
施
設
で
あ
つ
て
、
そ
の
旨
が
約
款
そ
の
他
の
書
類
に
よ
り
明
ら
 
 

か
で
あ
る
も
の
 
 

イ
～
ホ
 
 
（
略
）
 
 

＄
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
の
更
新
が
さ
れ
た
と
き
は
、
 
 

第
三
十
六
条
の
四
十
三
 
第
一
条
の
三
十
二
第
一
 
 

④
 
第
一
項
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
 
 

③
 
前
条
の
規
定
は
、
更
新
後
の
有
効
期
間
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 
 

②
 
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
都
道
府
県
知
事
が
厚
生
労
働
大
臣
 
 

第
三
十
六
条
の
四
十
一
 
 

定
等
に
つ
い
て
は
、
養
育
里
親
の
認
定
等
に
準
じ
て
、
 
 

も
の
と
す
る
。
 
 

は
、
従
前
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
の
 
 

研
修
が
修
了
す
る
ま
で
の
問
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
 
 

更
新
研
修
が
行
わ
れ
な
い
と
き
又
は
行
わ
れ
て
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

が
定
め
る
基
準
に
従
い
行
う
研
修
 
（
以
下
 
 

了
し
て
い
な
い
と
き
は
、
従
前
の
登
録
は
、
有
効
期
間
の
満
了
の
日
後
も
そ
の
 
 

更
新
す
る
。
 
 

（
削
除
）
 
 

へ
 
一
時
預
か
り
事
業
を
行
う
保
育
所
以
外
の
施
設
に
あ
つ
て
は
、
 
 

業
の
対
象
と
な
る
乳
幼
児
の
数
 
 

養
育
里
親
名
簿
の
登
録
は
、
養
育
里
親
の
申
請
に
よ
り
 
 

翌
日
か
ら
起
算
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

「
更
新
研
修
」
 
と
い
う
。
）
 
を
受
け
 
 

一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
認
 
 
 

有
効
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
に
 
 
 

い
る
が
そ
の
全
て
の
課
程
が
修
 
 

都
道
府
県
知
事
が
行
う
 
 

そ
の
有
効
期
間
 
 

当
該
事
 
 
 

第
四
十
九
条
の
二
 
 
 

定
め
る
も
の
は
、
 
 

第
三
十
八
条
の
三
 
 

害
児
短
期
治
療
施
 
 

定
め
る
施
設
は
、
 
 

一
 
1
日
に
保
育
す
る
乳
児
又
は
幼
児
 
 

（
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
が
五
人
以
下
で
あ
る
施
設
で
あ
つ
て
、
そ
 
 

の
旨
が
約
款
そ
の
他
の
書
類
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
も
の
 
 

イ
～
ホ
 
 
（
略
）
 
 
 

法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
 
 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
施
設
と
す
る
。
 
 

設
及
び
児
童
自
立
 
 

乳
児
院
、
母
子
生
活
支
援
施
設
、
 
 

法
第
四
十
四
条
の
一
 
 支

援
施
設
と
す
る
 
 

一
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
 
 

（
以
下
 
「
乳
幼
児
」
 
と
い
う
。
）
 
 

児
童
養
護
施
設
、
情
緒
障
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二
 
三
 
（
略
）
 
 

第
四
十
九
条
の
八
 
法
第
五
十
九
条
の
八
第
毒
及
び
令
第
四
十
七
条
第
壷
の
 
 
 

規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
 
 
 

任
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
権
限
を
 
 
 

自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
 
 
 

四
～
七
 
 
（
略
）
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 

華    用第用第第第第第  （ 略  
条  

）   
六  
条  

の  の の   項十十十十十  

七 お 六 お  垂   

条い条い  十十  第  

て て  九二  
準 準  項   

都  都  都  

道  道  道  

府  府  府  

県   県  県  

知  知  

事   事   

所指  童指  （  童指   

設 定  略  
）  

坤定   

置都  
談都   

市市  所市  
ニJIJ  

所市  

及  
壬′し  

び  置市  置市  

児  市長  市長  
の 及  の 及  

相  市び  市び  

長児  長児  

二
 
 
（
略
）
 
 

一
法
第
十
八
条
の
七
矧
↓
功
に
規
定
す
る
権
限
 
 

二
 
三
 
（
略
）
 
 

第
四
十
九
条
の
八
 
法
第
五
十
九
条
の
八
第
一
項
及
び
令
第
四
十
七
条
第
一
項
の
 
 
 

規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
 
 

任
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
権
限
を
 
 
 

自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
 
 

四
～
七
 
 
（
略
）
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 

第第    用第用第第第第  

す三  三二二二   
第 四  

十 十  る 十 る 十十十十   
．．一」＿．L＿  

条 第  

／＼ノ＼  第二第ニセ六五   

条条  二条二条条条条   
の の  十 に十 に  の  項   

七 お 六 お   
（  

第第  条い条い  十  
略  ）  

て  て   

項項  準  準   

都  都  都  

道  道  道  

府  府  府  

県  県  県  

知  知  知  

事   事   事   

童指  童指  童指   

相 定  相 定  
談都  

相定   
談都  談都   

所市  所市  
設 の  

野市   

設 の  
設 の   

置市  置市  置市  

市長  市長  市長   

の 及  の 及  の 及   

○  市び  市び   

長児  長児  長児   

ニ
ー
 
（
略
）
 
 

一
法
第
十
八
条
の
七
第
一
号
に
規
定
す
る
権
限
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第
三
十
」
ハ
条
の
三
第
二
項
 
 

29  
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第   

十 八 六五四 一 条  
）  

車  二第第第第第第第  （ 略 ）  五  （    竺毒l竺   項三十十十十十十   左 略          ラ樗 の  ⊥   ⊥  
六条条条条条第  ノ＼   ノ＼  

条 第  条  条  
の 一  項  の   の  

三項  四   四  

±  十  十  

第   

都  
道  
府  

県  
知  

事   

中  ′‾‾■ヽ  
′｛ヽ  

核  略  

市  
）  

の  

市  
長   

第   

（  

五  
第第第第第第   

略  ）  

十十十十十十 六 
八五四．一条     の  
条条条条条第  
第 

項  

項  

都  
道  

府  

県  
知  
事   

中  
核  
市  

（  

の  

市  
長   

＿30．  
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○
 
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
二
号
）
 
 

（
第
二
条
関
係
）
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
 
 

31  
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第
二
条
の
三
 
 

第
二
条
の
四
 
 

適
切
な
方
法
に
よ
る
も
の
 
 

す
る
こ
と
又
は
電
子
メ
ー
 
 

や
す
い
場
所
へ
掲
示
 
 

五
 
計
画
期
間
に
お
い
て
、
そ
 
 

（
法
第
十
二
条
の
二
第
一
 
 

（
法
第
十
二
条
の
二
第
一
 
 

関
す
る
法
律
 
（
 
 

」
 
と
い
う
。
）
 
 

休
業
等
を
し
た
も
の
が
 
 

制
度
に
準
ず
 
 

イ
 
当
該
計
画
期
間
に
お
 
 

い
う
。
以
下
同
じ
。
 
 

い
ず
れ
か
に
該
 
 

へ
の
周
知
を
し
た
こ
と
。
 
 

l
項
又
は
第
l
 
 

（
育
児
休
業
、
 
 

当
該
計
画
期
間
に
お
い
て
、
そ
 
 

つ
い
て
準
用
す
る
。
 
 

法
第
十
二
条
の
二
第
t
 
 

前
条
の
規
定
は
、
 
 

業
法
第
十
六
条
の
一
 
 

一
十
四
条
第
一
 
 

介
護
休
業
等
育
児
 
 

般
事
業
主
行
動
計
画
に
 
 

平
成
三
年
法
律
第
七
 
 

当
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
 
 

）
 
を
し
た
も
の
 
 

一
項
の
周
知
の
方
法
）
 
 

項
の
周
知
 
 

と
す
る
。
 
 

ル
を
利
用
し
て
労
働
者
 
 

い
て
、
そ
の
 
 

法
第
十
二
条
の
二
第
一
 
 

号
に
規
定
す
る
 
 

の
雇
用
す
る
男
性
労
 
 

い
中
小
事
業
主
に
あ
つ
 
 

一
第
一
 
 

項
の
規
定
に
よ
 
 

の
方
法
）
 
 

又
は
家
族
介
護
を
 
 

十
六
号
。
以
下
 
 

当
該
措
置
に
よ
 
 

く
措
置
と
し
 
 

人
以
上
で
あ
る
 
 

る
男
性
労
働
者
 
 

へ
送
信
す
る
 
 

る
周
知
は
 
 

一
項
の
周
知
 
 

書
面
を
労
働
者
 
 

行
う
労
働
者
の
 
 

業
及
び
 
 

て
は
、
次
の
イ
～
ハ
の
 
 

う
ち
育
児
休
業
等
 
 

公
表
及
び
 
 

働
者
の
う
ち
育
児
 
 

第
二
十
三
条
第
 
 

こ
と
そ
の
他
の
 
 

り
す
る
休
業
を
 
 

て
育
児
休
業
の
 
 

・
介
護
休
業
法
 
 

事
業
所
の
見
 
 

を
行
う
中
小
 
 

こ
と
。
た
だ
 
 

労
働
者
 
 

暇
を
取
 
 

第
三
条
 
（
略
）
 
 

（
法
第
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
）
 
 

第
四
条
 
法
第
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
 
 
 

る
。
 
 

一
～
三
 
（
略
）
 
 

阻
 
計
画
期
間
に
お
い
て
、
そ
 
 

関
す
る
法
律
 
 

休
業
等
を
し
た
も
の
が
 
 

」
 
と
い
う
。
）
 
 

ち
育
児
休
業
等
 
 

の
開
始
前
三
 
 

一
項
又
は
第
一
 
 

（
育
児
休
業
、
 
 

以
下
同
じ
。
）
 
 

年
以
内
の
期
間
に
お
 
 

l
十
四
条
第
一
 
 

第
二
条
第
一
 
 

を 
し 

た 

も 
の 
が 

い   

を
し
た
も
の
 
 

項
の
規
定
に
基
づ
 
 

の
雇
用
す
 
 

い
中
小
事
業
主
に
あ
つ
 
 

七
十
六
号
。
以
下
 
 

又
は
家
族
介
護
を
 
 

い
て
、
そ
の
雇
用
 
 

の
雇
用
す
る
男
 
 

る
男
性
労
働
者
の
 
 

く
措
置
と
し
 
 

業
及
び
 
 

す
る
男
性
労
働
 
 

性
労
働
者
の
 
 

て
は
、
当
該
計
画
期
間
 
 

で
あ
る
こ
と
。
 
 

第
l
一
十
三
条
第
 
 

て
育
児
休
業
の
 
 

介
護
休
業
法
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○
 
社
会
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
二
十
八
号
）
 
（
抄
）
 
 

（
第
三
条
関
係
）
 
 

（
法
第
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
契
約
等
）
 
 

第
十
六
条
 
法
第
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
契
約
 
 
 

は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た
 
 
 

め
の
契
約
と
す
る
。
 
 
 

t
 
二
 
 
（
略
）
 
 
 

三
 
法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

（
略
）
 
 
 

ホ
～
リ
 
 

四
～
十
 
（
略
）
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 
 

イ
 
 

ニ
 
地
域
子
育
て
 
 

養
育
支
援
訪
 
 

児
童
自
立
 
 

乳
児
家
庭
全
 
 

生
活
援
助
事
業
 
 
 

支
援
拠
点
事
業
 
 

問
事
業
 
 

戸
訪
問
事
業
 
 

（
法
第
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
契
約
等
）
 
 

第
十
六
条
 
法
第
七
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
契
約
 
 
 

は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
た
 
 
 

め
の
契
約
と
す
る
。
 
 
 

イ
～
ホ
 
 
 

四
～
十
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 
 

二
．
（
略
）
 
 

一
法
第
二
条
第
三
項
第
1
1
号
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

（
略
）
 
 

（
略
）
 
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
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○
 
児
童
福
祉
施
設
最
低
基
準
 
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
 
（
抄
）
 
 

（
第
四
条
関
係
）
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
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○
 
社
会
保
険
労
務
士
法
施
行
規
則
 
 

（
第
五
条
関
係
）
 
 

（
昭
和
四
十
三
晶
覧
令
第
盲
）
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
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二
 
福
祉
の
措
置
及
び
保
育
の
実
施
の
解
除
に
係
る
説
明
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
六
年
厚
生
省
令
第
六
十
二
号
）
 
（
抄
）
 
 

（
第
六
条
関
係
）
 
 
 

（
趣
旨
）
 
 

第
一
条
 
児
童
福
祉
法
 
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
 
第
三
十
三
条
の
 
 
 

四
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
 
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
 
第
十
八
 
 
 

条
の
三
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
 
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
 
第
十
七
 
 
 

条
、
老
人
福
祉
法
 
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
十
二
条
及
び
粒
 
 
 

子
及
び
寡
婦
福
祉
法
 
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
 
第
十
八
条
の
規
 
 

除
に
係
る
理
由
の
説
明
及
び
意
見
の
聴
取
 
（
以
下
「
説
明
等
」
 
と
い
う
。
）
 
の
 
 

手
続
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 
 

定
に
よ
る
措
置
又
は
助
産
の
実
施
、
母
子
保
護
の
実
施
、
保
育
の
実
施
若
し
く
 
 

は
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
 
 
（
以
下
 
「
保
育
の
実
施
等
」
 
と
い
う
。
）
 
の
解
 
 

（
趣
旨
）
 
 

第
一
条
 
児
童
福
祉
法
 
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
三
条
の
 
 
 

甲
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
［
≡
第
十
八
 
 
 

条
の
三
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
［
≡
 
第
十
七
 
 
 

条
、
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
十
二
条
及
び
良
 
 
 

子
及
び
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
十
八
条
の
規
 
 

定
に
よ
る
措
置
又
は
助
産
の
実
施
、
母
子
保
護
の
実
施
若
し
く
は
保
育
の
実
施
 
 

（
以
下
「
保
育
の
実
施
等
」
と
い
う
。
）
 
の
解
除
に
係
る
理
由
の
説
明
及
び
意
 
 

見
の
聴
取
（
以
下
「
説
明
等
」
と
い
う
。
）
 
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
 
 

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
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○
 
里
親
が
行
う
養
育
に
関
す
る
最
低
基
準
 
 

（
第
七
条
関
係
）
 
 

（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
六
号
）
 
（
抄
）
 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
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第
十
八
条
 
 

2
 
専
門
里
親
（
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
 
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
 
 

ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
都
道
府
県
知
事
が
 
 

当
該
委
託
児
童
、
そ
の
保
護
者
及
び
児
童
相
談
所
長
か
ら
の
意
見
を
勘
案
し
て
 
 

必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
期
間
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

十
四
各
号
に
掲
げ
る
者
に
限
る
。
）
 
 

に
養
育
す
る
委
託
児
童
の
人
数
は
、
同
条
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
一
 
 

人
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 
 

）
 
第
一
条
の
三
十
五
に
規
定
す
る
専
門
里
親
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
が
同
時
 
 

が
で
き
な
い
。
 
 

（
削
除
）
 
 

（
削
除
）
 
 
 

（
委
託
児
童
を
養
育
す
る
期
間
の
限
度
）
 
 

専
門
里
親
に
よ
る
委
託
児
童
 
（
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
一
条
の
三
 
 
 

の
養
育
は
、
当
該
養
育
を
開
始
し
た
日
か
 
 

第
二
十
条
 
 

第
十
八
条
 
短
期
里
親
に
よ
る
委
託
児
童
の
養
育
は
、
 
 

引
 
専
門
里
親
に
よ
る
委
託
児
童
の
養
育
は
、
当
該
養
育
を
開
始
し
た
日
か
ら
起
 
 
 

算
し
て
二
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
都
道
府
県
知
事
が
当
該
 
 
 

委
託
児
童
、
そ
の
保
護
者
及
び
児
童
相
談
所
長
か
ら
の
意
見
を
勘
案
し
て
必
要
 
 
 

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
期
間
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

す
る
委
託
児
童
及
び
当
該
委
託
児
童
以
外
の
児
童
の
人
数
の
合
計
は
、
六
人
を
 
 
 

超
え
る
±
と
が
で
き
な
い
。
 
 

2
 
専
門
里
親
が
同
時
に
養
育
す
る
委
託
児
童
の
人
数
は
、
二
人
を
超
え
る
こ
と
 
 
 

が
で
き
な
い
。
 
 

定
）
 
を
受
け
、
か
つ
、
 
 

定
に
基
づ
く
義
務
教
育
を
終
 
 

掲
げ
る
事
項
の
登
録
 
 

五
条
 
に
お
い
 
 

が
当
該
委
託
児
童
、
そ
の
保
護
者
及
 
 

か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 
 

こ
と
が
で
き
る
。
 
 

こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
 
 

て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
 
 

令
第
十
八
条
に
規
定
す
る
専
門
里
親
を
い
う
。
 
 

に
規
定
す
る
短
期
里
親
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
 
 

る
養
育
里
親
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
 

（
職
業
指
導
に
関
す
る
制
限
）
 
 
 

（
委
託
児
童
を
養
育
す
る
期
間
の
限
度
）
 
 

里
親
は
、
認
定
等
省
令
第
九
条
 
（
 
 

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
 
 

て
準
用
す
る
認
定
等
省
令
第
六
条
第
一
 
 

（
里
親
が
親
族
里
親
で
あ
る
と
き
は
ハ
 
 

都
道
府
県
知
事
が
当
該
児
童
 
 

当
該
期
間
を
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

了
し
た
者
に
限
る
 
 

る
場
合
に
限
り
、
委
託
児
童
 
 

び
児
童
相
談
所
長
か
ら
の
意
見
を
勘
案
し
 
 

）
 
の
規
定
に
よ
る
第
九
 
 

短
期
里
親
 
（
認
定
等
省
令
第
十
六
条
 
 
 

認
定
等
省
令
第
十
七
条
及
び
第
一
 
 

）
 
又
は
専
門
里
親
 
（
認
定
等
省
 
 
 

以
下
同
じ
。
）
 
が
同
時
に
養
育
 
 

）
 
に
対
し
職
業
指
導
を
行
う
 
 
 

に
対
し
職
業
指
導
を
行
う
 
 

た
だ
し
、
都
道
府
県
知
事
 
 

当
該
養
育
を
開
始
し
た
日
 
 

t
項
 
の
職
業
指
導
里
親
認
 
 

（
学
校
教
育
法
の
規
 
 

認
定
等
省
令
第
十
 
 

条
第
四
号
に
 
 

39   
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〇
 
児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
 
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
号
）
 
（
抄
）
 
 

（
第
八
条
関
係
）
 
 
 

（
都
道
府
県
児
童
福
祉
審
議
会
等
へ
の
報
告
）
 
 

第
七
条
 
法
第
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
法
 
 
 

第
八
条
第
一
項
第
二
号
又
は
児
童
福
祉
法
第
二
十
五
条
の
七
第
一
項
第
l
矧
朝
若
 
 
 

し
く
は
同
条
第
二
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
措
置
の
実
施
状
況
、
 
 
 

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
及
び
調
査
又
は
質
問
の
実
施
状
況
、
 
 
 

法
第
九
条
の
六
に
規
定
す
る
臨
検
等
の
実
施
状
況
、
児
童
虐
待
を
受
け
た
児
童
 
 
 

に
行
わ
れ
た
児
童
福
祉
法
第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
 
 
 

時
保
護
の
実
施
状
況
、
児
童
の
心
身
に
著
し
く
重
大
な
被
害
を
及
ぼ
し
た
児
童
 
 
 

虐
待
の
事
例
そ
の
他
必
要
な
事
項
と
す
る
。
 
 

（
施
設
入
所
等
の
措
置
の
解
除
）
 
 

第
六
条
 
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
施
設
入
 
 
 

所
等
の
措
置
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
児
童
及
び
そ
の
保
護
者
の
心
身
の
状
況
、
 
 

住
居
型
児
童
養
育
事
業
を
い
う
。
）
 
を
行
う
者
若
し
く
は
里
親
 
（
同
法
第
六
条
 
 

の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
里
親
を
い
う
。
）
 
又
は
児
童
福
祉
施
設
の
長
の
意
見
 
 

そ
の
他
必
要
な
事
項
と
す
る
。
 
 

居
型
児
童
養
育
事
業
 
（
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
第
八
項
に
規
定
す
る
小
規
模
 
 

当
該
児
童
の
家
庭
環
境
、
現
に
当
該
児
童
の
保
護
に
当
た
っ
て
い
る
小
規
模
住
 
 

（
都
道
府
県
児
童
福
祉
審
議
会
等
へ
の
報
告
）
 
 

第
七
条
 
法
第
十
三
条
の
四
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
法
 
 
 

第
八
条
第
一
項
第
二
号
又
は
児
童
福
祉
法
第
二
十
五
条
の
七
第
一
項
矧
」
」
．
司
若
 
 
 

し
く
は
阿
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
措
置
の
実
施
状
況
、
 
 
 

法
第
九
条
第
t
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
及
び
調
査
又
は
質
問
の
実
施
状
況
、
 
 
 

法
第
九
条
の
六
に
規
定
す
る
臨
検
等
の
実
施
状
況
、
児
童
虐
待
を
受
け
た
児
童
 
 
 

に
行
わ
れ
た
児
童
福
祉
法
第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
一
 
 
 

時
保
護
の
実
施
状
況
、
児
童
の
心
身
に
著
し
く
重
大
な
被
害
を
及
ぼ
し
た
児
童
 
 
 

虐
待
の
事
例
そ
の
他
必
要
な
事
項
と
す
る
。
 
 

（
施
設
入
所
等
の
措
置
の
解
除
）
 
 

第
六
条
 
法
第
十
三
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
施
設
入
 
 
 

所
等
の
措
置
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
児
童
及
び
そ
の
保
護
者
の
心
身
の
状
況
、
 
 

童
福
祉
法
第
六
条
の
三
に
規
定
す
る
里
親
を
い
う
。
 
 

長
の
意
見
そ
の
他
必
要
な
事
項
と
す
る
。
 
 

当
該
児
童
の
家
庭
環
境
、
現
に
当
該
児
童
の
保
護
に
当
た
っ
て
い
る
里
親
 
（
児
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
 
 

）
 
又
は
児
童
福
祉
施
設
の
 
 

41  
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圏  

号
 
 
 

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
 
 

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
〓
号
）
第
一
条
の
三
十
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
福
祉
 
 

法
施
行
規
則
第
一
条
の
三
十
三
の
厚
生
労
働
大
臣
掛
定
め
る
研
修
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
 
 

ら
適
用
す
る
。
 
 

平
成
二
十
一
年
 
月
 
日
 
 

厚
生
労
働
大
臣
 
舛
添
 
要
一
 
 

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
一
条
の
三
十
三
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修
 
（
案
）
 
 

l
 
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
三
十
三
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修
 
（
以
 
 
 

下
「
養
育
里
親
研
修
」
 
と
い
う
。
）
 
は
、
都
道
府
県
（
地
方
自
治
法
 
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
 
第
二
百
 
 
 

五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
及
び
児
童
福
祉
法
 
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
 
第
五
十
九
条
の
 
 
 

四
第
一
項
の
児
童
相
談
所
設
置
市
・
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
 
又
は
都
道
府
県
か
ら
の
委
託
を
受
け
た
社
会
福
祉
法
人
 
 
 

そ
の
他
の
者
が
行
う
研
修
で
あ
っ
て
、
次
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。
 
 
 

一
 
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
科
目
に
つ
い
て
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

イ
 
児
童
福
祉
論
 
（
講
義
）
 
 

ロ
 
養
護
原
理
 
（
講
義
）
 
 

育
里
親
研
修
 
 

59   



3  

ハ
 
里
親
養
育
論
 
（
講
義
）
 
 

ニ
 
発
達
心
理
学
 
（
講
義
）
 
 
 

ホ
 
小
児
医
学
 
（
講
義
）
 
 
 

∴
 
里
親
養
育
援
助
技
術
 
（
講
義
）
 
 
 

ト
 
里
親
養
育
演
習
 
（
講
義
・
演
習
）
 
 
 

チ
 
養
育
実
習
 
（
実
習
）
 
 

l
一
講
義
、
演
習
及
び
実
習
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

三
 
養
育
実
習
は
、
児
童
相
談
所
、
乳
児
院
、
児
童
養
護
施
設
、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
又
は
児
童
自
立
支
援
 
 
 

施
設
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。
 
 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
児
童
相
談
所
、
乳
児
院
、
児
童
養
護
施
設
、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
又
は
児
 
 

童
自
立
支
援
施
設
に
お
い
て
現
に
児
童
を
処
遇
す
る
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
者
及
び
こ
の
告
示
の
適
用
の
日
に
 
 

お
い
て
里
親
で
あ
っ
て
、
委
託
児
童
の
養
育
の
経
験
を
有
す
る
者
そ
の
他
児
童
の
処
遇
に
関
す
る
十
分
な
知
識
及
び
 
 

経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
は
、
相
当
と
認
め
ら
れ
㌧
る
範
囲
で
、
同
項
第
妄
に
掲
げ
る
科
目
の
一
 
 

部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

規
則
第
妄
の
三
十
六
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修
を
修
了
し
た
者
は
、
養
育
里
親
研
修
を
修
了
し
 
 

た
も
の
と
み
な
す
。
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⊥
 
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
告
示
の
適
用
の
日
ま
で
の
問
に
、
都
道
府
県
が
実
施
し
た
研
修
そ
の
他
都
道
府
 
 
 

県
知
事
が
適
当
と
認
め
た
研
修
で
あ
っ
て
、
養
育
里
親
研
修
の
一
部
又
は
全
部
の
課
程
と
同
様
の
課
程
で
あ
る
と
都
 
 
 

道
府
県
知
事
が
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
養
育
．
里
親
研
修
の
一
部
又
は
全
部
の
課
程
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

61   
つ
l
J
 
 



62   



号
 
 
 

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
 
 

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
 
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
 
第
一
条
の
三
十
六
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
 
 

童
福
祉
法
施
行
規
則
第
一
条
の
三
十
六
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
一
 
 

年
四
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
里
親
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
第
十
九
条
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修
 
（
平
 
 

成
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
九
十
号
）
 
は
、
廃
止
す
る
。
 
 

平
成
二
十
一
年
 
月
 
日
 
 

厚
生
労
働
大
臣
 
舛
添
 
要
一
 
 

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
一
条
の
三
十
六
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修
 
（
案
）
 
 

1
⊥
 
児
童
福
祉
法
施
行
規
則
第
一
条
の
三
十
六
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修
 
（
以
下
 
「
専
門
里
親
研
修
」
 
 
 

と
い
う
。
）
 
は
、
都
道
府
県
 
（
地
方
自
治
法
 
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
 
第
二
百
五
十
二
条
の
十
九
第
一
 
 
 

項
の
指
定
都
市
及
び
児
童
福
祉
法
 
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
 
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
の
児
童
相
談
 
 
 

所
設
置
市
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
 
又
は
都
道
府
県
か
ら
の
委
託
を
受
け
た
社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
の
者
が
行
う
研
 
 
 

修
で
あ
っ
て
、
次
の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
す
る
。
 
 
 

一
 
別
表
の
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
科
目
に
つ
い
て
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

二
 
講
義
、
演
習
及
び
実
習
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 
 

専
門
里
親
研
修
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前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
児
童
相
談
所
、
乳
児
院
、
児
童
養
護
施
設
、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
又
は
児
 
 

童
自
立
支
援
施
設
に
お
い
て
現
に
児
童
を
処
遇
す
る
職
員
と
し
て
勤
務
し
て
い
る
者
そ
の
他
児
童
の
処
遇
に
関
す
る
 
 

十
分
な
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
対
し
て
は
、
相
当
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
で
、
別
表
に
掲
げ
る
 
 

科
目
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

こ
の
告
示
に
よ
る
廃
止
前
の
里
親
の
認
定
等
に
関
す
る
省
令
第
十
九
条
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
研
修
 
 

を
修
了
し
た
者
は
、
専
門
里
親
研
修
を
修
了
し
た
も
の
と
み
な
す
。
 
 

養
育
の
本
質
、
目
的
及
び
対
象
の
 
 

理
解
に
関
す
る
科
目
 
 

社
会
福
祉
概
論
（
講
義
）
 
 

児
童
福
祉
論
（
講
義
）
 
 

地
域
福
祉
論
（
講
義
）
 
 

養
護
原
理
 
（
講
義
）
 
 

里
親
養
育
論
（
講
義
）
 
 

発
達
臨
床
心
理
学
（
講
義
）
 
 

医
学
（
児
童
精
神
医
学
を
含
む
。
）
（
講
義
）
 
 

社
会
福
祉
援
助
技
術
論
（
講
義
）
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注
1
 
養
育
の
本
質
、
目
的
及
び
対
象
の
理
解
に
関
す
る
科
目
に
関
す
る
講
義
は
、
通
信
の
方
法
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
 
 

が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
添
削
指
導
又
は
面
接
指
導
を
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
 
 

＼
＼
 
 
○
 
 

－
レ
 
 
 

2
 
養
育
実
習
は
、
児
童
柏
談
所
、
乳
児
院
、
児
童
養
護
施
設
、
知
的
障
害
児
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公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令  

の一部を改正する省令について  

（2月13日～3月14日の期間でパブリックコメント中）  

Ⅰ 趣旨   

児童福祉法等の一部を改正する法律（平成20年法律第85号）により、新たに創設  

された′ト規模住居型児童養育事業及び見直しが行われた児童自立生活援助事業につい  

て、事業を実施する場所の確保を容易にし、事業の普及促進を図るため、これらの事業  

を運営する社会福祉法人等が公営住宅法（昭和26年法律第193号）に基づく公営住  

宅を事業所として使用することを可能とするもの。  

Ⅱ 改正概要  

○ 公営住宅法第45条第1項に規定する公営住宅を事業所として使用できる事業に、   

以下の事業を追加する。   

①小規模なグループで養育者の住居において虐待を受けた児童等を養育する小規模住  

居型児童養育事業   

②児童養護施設等を退所した児童等が共同生活を行う住居において、これらの児童等  

の自立を支援する児童自立生活援助事業  

【改正省令】  

公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令（平成8年厚生省・建設省令第1  

号）第1条  

○ また、事業を実施する者について、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第2   

7条第1項第3号又は第33条の6第1項の規定により、都道府県等から児童の養育   

の委託又は児童自立生活援助の実施の委託を受けた者を追加する。  

【改正省令】  

公営住宅法第45条第1項ゐ事業等を定める省令第2条  

Ⅲ 施行日   

平成21年4月1日  

了1   
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2．公営住宅の目的外使用における対象事業の追加  

今般の児童福祉法の改正I享より、新設等された  
汀）Jヽ     －1l上巳    ・lコ凸巳 立ミ  
の対象となる事業として位置付ける予定恥  

について、目駅  

正 により措置   1号）の改  公営住宅法第四十五条第一項の事業等を定める省令（平成8年厚生省 、－■．－l．1け，1⊂．．㍍lみ」l…h■Lヒ刊Ir：裾．l・■渋ト＞己1さぃJガt酬′【滅亡一打l▲し1t㈹酬せ酬椚た軍㈹脚コlれ今輔1！－ご禄■i■一●←ゞ1一可－・1－†ノ・rr仰；ゝド瑚＝・＝＝÷－二程′【一里ーー・1㌧旬一箪ト！じdp工▲」；・くてt粥七腔一棚甑取f：澤  



与、＿＿益＿  

（総務課関係）   

1．少子化対策の推進について  

（1）社会保障審議会少子化対策特別部会の検討の状況について  

2月24日に開催された社会保障審議会少子化対策特別部会の議論を   

踏まえ、同日「社会保障審議会少子化対策特別部会 第1次報告 一次世   

代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けて－」がとりまとめられ   

た（本別紙に添付している概要資料参照）。  

厚生労働省ホームページには、報告書本文、概要資料、今後の保育制度   

の姿について昨年御提示した案と今回の修正案との対比表（2月24日少   

子化対策特別部会資料）、参考資料を掲載している。  

次世代育成支援のための新たな制度体系の設計に向けての検討は、昨年   

末閣議決定された「持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた   

『中期プログラム』」（関連資料1（45貞～51貞））の工程表に位置付けら   

れ、今後、より具体的な検討を進めていくこととなる。  

今後の次世代育成支援対策の分野の施策に深く関わりのあるものであ   

るので、都道府県、市町村におかれても、現時点での議論の状況を十分に   

御理解いただくよう、お願いする。  

少子化対策特別部会の会議資料等は、  

「厚生労働省ホームページ」http‥／／www．mhlw．go．jp／  

J  

お知らせ「審議会・研究会等」  

J  

社会保障審議会  

J  

少子化対策特別部会  

（照会先）  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課  

少子化対策企画室  

電話 03－5253－1111  
（内線7944）   
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（平成21年2月24日）【概要・詳細版】  

○本部会は、次世代育成支援のための新たな制度体系の設計のため、昨年3月に検討開始、5  をとりまとめ。  

○その後「経済財政改革の基本方針2008」の「保育サービスの規制改革について平成20年内に結論」等、各方面より様々な指摘。  
O「基本的考え方」やこうした指摘も踏まえ、本部会は9月に検討を再開、制度の具体化に向け、保育を中心に、13回に渡り議論。   

今後の新たな制度体系の詳細設計に向け、保育を中心に議論の中間的なとりまとめを行うもの。  

1これからの保育制度のあり方について  
（1）▼これまでの保育制度が果たしてきた役割   

○ 現在の保育制度は、昭和20年代、女性の雇用労働者としての就労が一般的でなかった当時、特に支援を要する「保育に欠け  

る」子どものために骨格がつくられた。その後、関係者の尽力により、家庭の状況等に関わらず子どもの健やかな育ちを支援。  

○ 平成9年に、欄部見直し、市町村が利用者の希望を勘案して入所決定する制度へ。  
しかしながら、待機児童の解消や地域の保育機能の維持など、近年の社会環境の変化による課題に対応しきれていない現状。  

（2）検討に際しての前提   

O「基本的考え方」に基づき、すべての子どもの健やかな育ちの支援を基本に置くこと、  を踏まえること、A日  

減少地域等を含めた保育機能の維持、選択できるだけの「質lの確保された「量】の保障・財源確保 が不可欠であること等を前提。  

3）保育をとりまく近年の社会環境の変化  

の 保育需要の飛躍的増大  

す  加…特に支援を要  

未就学児のいる母親の「就業希望の高さ」と現実の「就業率の低さ」との大きなギャップ  大きなさ  

→女性の就業率の高まりに対応し、子どもに健やかな育ちを支える環境を保障するためには、スピード感ある抜本的拡充が不可欠。  

化  

ヒ・・・子育て期の女性の相  当部分はパート等非正規雇用、母親の多くも子どもが小さい間、短時間勤務を希望  き方の  

す   



3）保育をとりまく近年の社会環境の変化（検討の背景）（続  

彰急速な少子高齢化への対応一社会軽済の変化lこ伴う役割の深化 
・・・女性が「就労」を断念せずに「結婚一出産・子育て」ができる社会の実現を通じ、我が国の社会経済や、鯛介護を含む   

社会保障制度全体の持続可能性を塵促していくという緊急的・国家的課題に関わる新たな役割が期待されるように。  
の公 9多額費投入を受ける制度としての透明性・客観性等の要請・・・年間1兆円の公費投入がある制度となったことに伴う要請  

現行制度は、市町村に「保育の実施義務」を課し、市町村の義務履行を通じ、保護者に保育所が利用される仕組み。  
ただし、「保育の実施義務」には「例外痛ヾ有り、保育所が足りなければ、「その他適切な保護」もあり得る（認可外のあっせんでも可）。  
このように、個人珊上、厳しい財政状況との兼合いから市町村の基盤整備も困難な仕組み。   
＊ 他の社会保障制度（医療・介護・障害）では、認定等でサービスの必要性が客観的に認められれば、例外なく受給権が生じ、保険者又は行政  

が、義務的にサービス利用に伴う費用を支払う仕組み。  

ii）詰問こよる新規参入抑制  

保育所の認可権者である都道府県に広い裁量有り。待機児童がいる市町村で客観的基準を満たしていても、必ずしも認可されず。   
＊ 他の社会保障制度（医療・介護・障害）では、客観的基準を満たした事業者は、原則として給付対象として指定される仕組み。  

jii）主休間の補助格差や運営費の使途制限等による新規参入抑制  

NPOや株式会社は施設整備補助の対象外。また、運営費収入の使途制限により、既存施設による経験を活かした新規開設に制約  

付）保育の必要性の判断と受入保育所決定の一体実施Iこ伴う零要 の潜在他  

市町村が保育の必要性の判断と受入保育所決定を一体的に実施。定員より過剰になると、窓口等で需要を潜在化させやすい側面  

空し漂用ン多様化したニーズヘの対応  

i）保育の必要性の判断基準のあり方  

「保育に欠ける」か否かの判断基準が条例に委ねられており、保育所が足りないと短時間就労は認めないなど、財政状況との兼合い  

等で基準を厳しくせざるを得ない傾向。また、地域により、  等の十分な利用確保がなされていない。  

＝）保育の必要性の判断基準の内容  

遺風や塵塵盟、丞適量だと認められにくい、同居親族がいると認められない等。  

iii）保護者と保育所との関係性  

実情を最も良く理解している保護者・保育所の当事者間で、より良い保育に向けた相互理解や協働をより深めていけるような、より向  

き合った仕組みの制度的な保障  等   

－ ‾ →‾＝二塁■皇 Jl▼∵∴ニーim二「1r   



（居住地域にかかわらず子どもに健やかな育ちを支援する環境を保障しつつ、地域の創意工夫を活かせる  
仕組みの要請）   

（子どもの発達保障のための施設設備・従事者の資質牒己置のあり方）  

iii）保育士の養成・研修・処遇等（保育の量の抜本的拡充に向けた計画的養成、専門性向上に向けた研修、処遇改善等）  

等  

④ 認可外保育施設の質の向上  

・現在、約1万箇所の認可外保育施設を約23万人の子どもが利用（認可保育所の施設数の1／2、利用児童数の約1割）。   

一部の補助・助成を除き、制度的な公費投入はない。  

・個人立の小規模施設が多く、面積基準を満たしているのは6割以上、調理室は約半数、保育士比率は約6割という現状。  

・利用者の6割は、認可保育所と比較の上で、空きがない等の理由で認可外保育施設を利用しており、すべての子どもに健やかな   

育ちを支える環境を保障するため、最低基準の到達に向けた支援が必要。また、公平性確保のための方策も要検討。   

⑤ 人口減少地域における保育機能の維持・向上  

・現行制度では、過疎地域等のための「小規模保育所」（認可保育所）の制度があるが、定員20人以上が求められる。また、  

「へき地保育所」（認可外保育施設）であれば10人で足りるものの、財政支援が一定水準にとどまる。一方、人口減少地域では、   

一般に非常に厳しい財政状況を抱えている中、すべての子どもに地域の子ども集団の中での成長を保障する必要性。   

⑥ 多様な保育サービスについて  

i）休日保育・夜間保育等  

・現行制度では、実施の要否を市町村の判断に委ねているが、整備が進まず（認可保育所に占める実施率は休日保育3，8‰  

間保育0．3％）。事実上、休日・夜間は認可外保育施設の利用とならざるを得ない場合が多く見られる。  

現行制度では、実施の要否を市町村の判断に委ねているが、整備が進まず（認可保育所の利用児童約2700人に1箇所、  

1市町村当たり0．4箇所）。また、現行の補助制度は、施設類型毎の単一な単価設定で、受入人数規模や実績に対応せず。  

一方、病児・病後児保育は、利用者数の変動が大きく、運営が安定し難い特質。こうした特質と事業実績の双方に配慮した  

拡充方策が必要。   
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堪て漂詔認諾慧誓翳鑑驚譜学監拡充が必要。   
中期プログラムを踏まえた財源確保とともに必要な改革を行うべき。また、子どもの健やかな育成は「未来への投資」として国が責任   
もって取組むべきもの。国・地方を通じた公的責任の強化が必要。  

①保育の必要性等の判断  
り基本的仕組み   

○市町村が保育の必要性・量、優先的に利用確保されるべき子ども（母子家庭、虐待等）について、受入保育所の決定とは独立し   
て判断を実施。その旨の認定証明書の交付、認定者の登録管理、待機児童の情報開示を行う。   

→ 需要を明確化し、客観的に必要性が判断された子どもに公的保育を受けることができる地位を付与（例外ない保育保障）   
※ 保育所には、応諾義務（正当な理由なく拒んではならない）と、優先受入義務（母子家庭、虐待等の場合の優先受入）を課す。  

○ 保育対象範囲、優先的に利用確保されるべき子ども（母子家庭、虐待等）の基本的事項は、国が基準を設定。  
その上で地域の実情に応じた基準の設定を可能に（人口減少地域での子ども集団の保障、きめ細かな判断基準等）   

○ パートタイム、早朝・夜間の就労、求職者、同居親族がいる場合でも必要性を認定。   
○ 専業主婦家庭に対しても、一定量の一時預かりを保障。  

jv）保障上限量   

○ 利用者ごとに、保障上限量（時間）を、例えば過当たり2～3区分程度を月単位で判断。（就労・通勤時間と子どもの生活の連続   
等に配慮した適切な保育を行う観点を考慮し、さらに検討。）  

二  

項）「欠ける」という用語の見直し  

O「保育に欠ける」という用語について、例えば「保育を必要とする」などごふさわしいものに見直す。  

② 保育の提供の仕組み  

i）利用保障の基本的仕組み   

○ 市町村に、保育を必要とする子どもに質の確保された公的保育が着実に保障されるための以下の実施責務を法制度上課す。   
ア）保育の必要性が判断された子どもに、質の確保された公的保育を受けることができる地位を付与（公的保育の保障）   
イ）質の嘩甥卓れ皐公的保育の提供体制確保責務（地域の提供基盤整備責務、最低基準・保育指針等の指導監督、研修実施等）  
ウ）利用支援責務（  整
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エ）保育の車用の支払い義務  

ii）利用方式  

○ 市町村がア）～エ）の公的責任を果たす三者の枠組みの中で、利用者が保育所と公的保育契約を締結。（新たな三者関係）  

轟き負担や  iiり利用者の寺  

○ 利用者の   
所の事務負担に対する  

込手続や、事   選考等の円滑・公平な実施のため  みを検討。   



i）基本的仕組み：「質」の確保されたスピード感ある拡充のため、最低基準により客観的に判断。指定制を基本としつつ、検討。  

＝）NPO法人等に対する施設整備補助：施設整備費（減価償却費）相当額の運営費上乗せを検討。ただし、集中的整備促進の   
ための補助や、経過期間における改修費用等の補助は維持。（社会福祉法人の特性を考慮）  

：他制度の例も参考に見直し。会計基準の適用は引続き検討。株式配当の可否も引続き慎重に検討。  

iv）多様な提供主体の参入や「量」の抜本的拡充に際しての「質」の担保・指導監督   

突然の撤退等により、子どもの保育確保が困難とならないような措置（指定基準のあり方等）について、さらに検討。  

㈲最低基準：客観的基準（最低基準）を満たす事業者を費用の支払いの対象とし、質を確保。  

⑤ 責用設定   

○ 所得にかかわりなく一定の質の保育を保障するため、公定価格（公費による補助額＋利用者負担額）。   
○ 弄り用量（※実利用量ではなく必要量）に応じた月額単価設定を基本としつつ、安定的運営に配慮。  
○ 保育料（利用者負担）のあり方については、所得に対する十分な配慮を基本に、今後、具体的あり方を検討。   

○ 市町村が、保育の費用の支払い義務を負う。   
○ 保育料の決定は、国の定める基準の下、市町村が行う。保育料徴収は、具体的方策（市町村と保育所の役割等）をさらに検討。  

（方 認可保育所の質の向上：以下について、保育所保育指針に示された保育を進めるため、財源確保とともに、さらに詳細を検討。   
○ 保育所に求められる役割、専門性の高まり等に対応した職員配置、保育士の処遇、専門性確保等   
○ 施設長や保育士の研修の制度的保障、実務経験と研修受講を通じてステップアップが図れる仕組み   
○ ステップアップした者の配置に対する費用支払い上の評価等による処遇改善   
○ 保育の質が子どもの育ちに与える影響等について、科学的・実証的な調査・研究により、継続的に検証を行う仕組みを構築 等  

⑧認可外保育施 設の質の引上げ   

○ 最低基準を満たした施設を費用  ることを基本とする。  
一定水準以上の施設に対する一定期間の経過的財政支援）が必要。  ○ 最低基準到達支援（最低基  

○ 小規模サービス類型の創設  

⑨ 地域の保育機能の維持・向上   

○ 小規模サービス類型の創設、多機能型の支援、人口減少地域において保育所が担ってきた機能のあり方をさらに検討。  

⑩ 多様な保育サービス  

○ 休日保育・早朝・夜間保育：早朝・夜間帯の保育の基準について、 
○ 延長保育・特定保育：保障上限量を超える利用に対する財政支援、働き方の見直しを踏まえた負担のあり方を併せて検討。   
○ 病児・病後児保育：事業者参入を促進し、実績を評価しつつ安定的運営も配慮した給付設定。  

価の仕組み：職員の雇用形態や経験年数等を含め、質に関わる一定の情報を保育所自身と公的主体が公表。  

こおいて、定員別  
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